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第１部 序論
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第 1 章 総合計画について 
 

１ 総合計画後期基本計画策定の趣旨 

小山町では、令和２（２０２０）年度に、計画期間を令和３（２０２１）年度から令和１２（２０３０）年度

までの１０年間を計画期間と定めた「第５次小山町総合計画」を策定しました。「育てたい、暮らした

い、帰りたいまち 小山町」を目指す将来像として、令和７（２０２５）年度まで前期基本計画を推進し

てきました。 

策定から５か年が経過した今、我が国が直面する人口減少・少子高齢化はさらに進行し、本町も

まさにこの潮流の中にあります。さらに、激甚化、頻発化する自然災害や、世界情勢の不安定化、物

価高騰などにより、世界及び日本の先行きは一層不透明となっています。 

一方で、本町では、三来拠点事業が仕上げに近づいていることや、新たな宿泊施設の開業、新東

名高速道路の全線開通、（仮称）小山ＰＡ・スマートインターチェンジの開設が間近に控えているな

ど、地域経済活動の活発化や交流人口の拡大が期待される状況です。 

このように、本町を取り巻く環境が大きく変化している中で、環境変化や新たな課題への対応が

求められています。 

そこでこのたび、令和８（２０２６）年度から令和１２（２０３０）年度までを期間とする後期基本計画

を策定しました。策定にあたり、基本構想で掲げた「まちづくりの理念」や、目指す将来像をもとに、

序論及び基本構想の時点修正や前期基本計画の点検を実施し、上記の変化や新たな課題への対

応のため、施策体系の見直し、施策の追加や統合、指標の見直し等を行いました。また、後期基本

計画の期間に、特に重点的に取り組む施策として「重点プロジェクト」を設定しました。 

これからの５年間、町民が安心して幸せな毎日を送ることができるまちづくりを目指して「第５次

小山町総合計画」を引き続き推進します。 
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２ 総合計画の構成と計画期間 

この計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」からなり、それぞれの内容、計画期間は以下の

通りとします。 

 

＜基本構想＞ 

基本構想は、まちづくりに取り組むための基本的な考え方や小山町が目指す将来像、基本目標、

政策の基本方針などを示すものです。 

計画期間は、令和３（２０２１）年度から令和１２（２０３０）年度までの１０年間とします。 

 

＜基本計画＞ 

基本計画は、基本構想に示す将来像を実現するために取り組むべき施策を、基本構想に掲げた

政策の基本方針に沿って、総合的かつ体系的に示すものです。 

なお、時代の変化に柔軟に対応できるよう、中間年次において計画を検証し、必要に応じ見直し

を行います。 

 

前期基本計画 令和３（２０２１）年度から令和７（２０２５）年度まで 

 

後期基本計画 令和８（２０２６）年度から令和１２（２０３０）年度まで 

 

＜実施計画＞ 

実施計画は、基本計画に定められた施策を具体的な事業として財政的な裏付けを持って実施し

ていくことを目的とするものです。 

計画期間は３年間として、毎年度更新するローリング方式とします。 

なお、実施計画に登載する事業については、事業の目的、財源はもちろん、成果指標、想定され

るリスクも明示した、誰にも検証しやすい評価システムを構築します。 

 

■総合計画の構成と計画期間 
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第２章 総合計画策定の背景 

計画を策定するにあたり、念頭に置かなければならない背景や課題について次のとおり整理をし、

共通認識とします。 

１ まちの動向 

（１）人口特性

昭和６０（１９８５）年以降の国勢調査によると、本町の総人口は平成２（１９９０）年をピークに減少

傾向にあります。地域別にみると、小山地域（成美・明倫）の減少幅が大きくなっています。 

■総人口と地域別人口の推移

１５歳未満人口（年少人口）は昭和６０（１９８５）年以降、１５～６４歳人口（生産年齢人口）は平成２

（１９９０）年以降減少しています。 

一方で、６５歳以上人口（高齢者人口）は昭和６０（１９８５）年以降増加を続け、平成１２（２０００）年

には年少人口を逆転、高齢化率は１０．３％から３０．１％と約２．９倍になりました。 

■年齢３区分別人口の推移

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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（２）産業の状況

①就業構造

本町の就業人口は、令和２（２０２０）

年は１０，３８０人で、平成２（１９９０）年の

１３，４５４人から約３，０００人減少してい

ます。 

産業別にみると、第三次産業が最も

多く全体の約７０％を占めていますが、

平成１７（２００５）年以降減少に転じてい

ます。 

第二次産業は、平成２（１９９０）年以降

減少傾向にあり、ピーク時のおよそ半分

となっています。 

また、第一次産業は、昭和６０（１９８５）

年以降緩やかな減少傾向にありました

が、最近は横ばいとなっています。 

②農業

本町における農家数は年々減少して

おり、令和２（２０２０）年においては６５１

戸と平成２（１９９０）年比０．７３となって

います。 

経営耕地面積も令和２（２０２０）年に

は４２４ｈａと、平成２（１９９０）年比０．７７ 

となっています。 

後継者不足が進行する中で、農業基

盤の整備、農地の集約化等が課題とな

っています。 

■産業別就業人口の推移

・第一次産業…農業、林業、畜産業、水産業

・第二次産業…建設業、鉱業、製造業

・第三次産業…サービス業・その他

資料：国勢調査 

資料：農林業センサス他 

■経営耕地面積（種類別）と農家数の推移
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③商業

本町における卸売業の商品販売額は

平成２６（２０１４）年まで減少傾向にあり

ましたが、平成２８（２０１６）年以降は横

ばい状態にあります。 

小売業の商品販売額は、近年８０～ 

１００億円程度で推移しています。 

卸売業の従業員数は近年横ばい状態

にありましたが、令和３（２０２１）年に大き

く増加しました。小売業の従業員数は近

年横ばい状態にあります。 

④工業

本町の製造品出荷額等は平成２７（２

０１５）年に大きく伸び、その後も同水準

を概ね維持しています。 

従業者数は同年に減少していますが、

金属関係企業の撤退によるものです。 

令和２（２０２０）年には新型コロナウイ

ルス感染症の影響もあり、従業者数が

落ち込み、その後もコロナ前の水準を下

回っています。 

今後は、新工業団地への企業誘致に

伴い、従業者数、製造品出荷額等の伸

びが期待されます。 

⑤観光

本町における観光交流客数は、毎年

４００万人を超える水準を維持してきまし

たが、新型コロナウイルス感染症の影響

により大幅に減少しました。 

令和４(2022)年度以降、増加の傾向は

みられるものの、まだ完全には回復に至

っていません。 

■製造品出荷額等と従業者数の推移

資料：工業統計調査(～H27､H29～R2)、経済センサス(H28､R3)、経済

構造実態調査(R4) 

■年間商品販売額と従業員数の推移

資料：商業統計調査（H11・H16は簡易調査）、H28・R3は経済センサス 

■観光交流客数の推移

資料：静岡県観光交流の動向 
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⑥財政 

本町の財政力指数は低下傾向にありましたが、令和５（２０２３）年度以降は増加傾向となってい

ます。 

実質公債費比率は、２５％が早期健全化基準、35％が財政再生基準となっていますが、本町は

いずれの基準も下回っています。  

将来負担比率は、３５０％が早期健全化基準となっていますが、本町はその基準を下回っていま

す。  

経常収支比率は概ね増加傾向にあり、令和６（２０２４）年度の８９．４％は、平成２７（２０１５）年度

の８０．５％と比べ８．９ポイント増加しています。 

基金残高全体は、平成３０（２０１８）年度に大きく増加したあと減少傾向となっています。 

財政調整基金残高は増減を繰り返しており、最大は令和３（２０２１）年度の１２．７億円、最小は令

和元年度の４．８億円です。前期基本計画では、令和７（２０２５）年度の財政調整基金の目標値を、

８．２億円（標準財政規模の１５％程度）としていますが、令和６（２０２４）年度現在では目標値を達

成しています。 

 

 

  H27 H28 H29 H30 R 元 R２ R３ R４ R５ R6 

財政力指数 0.932 0.927 0.913 0.914 0.902 0.894 0.876 0.842 0.893 0.902 

実質公債費比率 9.7% 9.1% 9.0% 8.5% 8.1% 8.0% 8.8% 9.1% 10.3% 10.5% 

将来負担比率 92.7% 77.3% 68.2% － － － 7.7% 25.2% 30.7% 51.2% 

経常収支比率 80.5% 81.9% 80.0% 82.7% 85.2% 90.2% 77.7% 85.8% 89.6% 89.4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

■財政に関する指標の推移 

■基金残高の推移 

財政力指数・・・地方公共団体の財政力を示す指数で、財政力指数が高いほど財源に余裕があるといえます。 

実質公債費比率・・・地方公共団体の借入金（地方債）の実質的な返済額（公債費）を、地方公共団体の財政規模に対す

る割合で表したものです。 

将来負担比率・・・地方債など、地方公共団体が抱えている負債を財政規模に対する割合で表したものです。 

経常収支比率・・・地方税や地方交付税などの経常的な一般財源に対する人件費や扶助費などの義務的経費の比率

で、この比率が高いほど財政の弾力性が低いことを意味します。 
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２ 社会環境の変化と課題 

（１）防災・防犯・町民生活 

本町は、富士山と箱根外輪山に囲まれた自然豊かな地域であると同時に、自然災害と隣り合わ

せの環境に置かれています。近年、地震、津波、噴火、豪雨などの自然災害が全国で多発しており、

国の防災基本計画や南海トラフ地震防災対策計画において大規模災害の発生に備えた防災対策

の充実を図る必要性について定められ、静岡県においても全域が南海トラフ地震防災対策推進地

域に指定されています。 

本町においても、平成２２（２０１０）年の台風９号、令和元（２０１９）年の台風１９号に伴う豪雨によ

り甚大な被害が発生しており、今後も富士山火山災害や南海トラフ地震等の様々な激甚災害への

備えを万全にし、危機管理体制を強化するとともに、消防・救護体制の構築や自治組織との連携な

どにも取り組む必要があります。 

また、近年では特殊詐欺やＳＮＳの普及による巧妙な犯罪などが多様化し、全国的に被害が拡大

しています。本町においても、犯罪被害の件数が増加しており、町民の生活が脅かされています。

被害を未然に防ぐための取組を警察等と連携して行う必要があるほか、町民意識の向上に取り組

む必要があります。 

 

（２）子育て・福祉・健康 

日本の総人口は、平成２０（２００８）年の１億２，８０８万人をピークに減少に転じています。本町の

人口は、昭和３５（１９６０）年の約２６，０００人をピークに減少を続け、令和７（２０２５）年４月１日現在

の人口は１６，７６６人（住民基本台帳）となっています。人口戦略会議が定義する「消滅可能性都市」

からは脱却しましたが、依然として人口減少は継続しており、昨年度の出生数は１００人を下回って

います。また、転入者数も減少傾向にあります。 

子育てにおいては、国はこども家庭庁の設置により、こどもまんなか社会を推進し、こども・子育

て支援の充実に取り組もうとしています。本町においては共働き世帯の増加や出産後の職場復帰

を望む女性の増加など、就労状況も含めた子育て環境の変化に伴った支援を行う必要があります。 

福祉や健康の分野においては、国では地域共生社会に向けた体制の整備を進めており、静岡県

では幸福実感（Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ）の視点が着目されています。また、平成２９（２０１７）年に開催された

「人生１００年時代構想会議 中間報告」によると、平成１９（２００７）年に日本で生まれた子どもの半

数が１０７歳より長く生きると推計されています。 

本町において、平均寿命は全国・静岡県とも同等の水準になっていますが、健康寿命（お達者年

齢（０歳からの平均自立期間））が女性は静岡県よりも高く推移しているものの、男性は低く推移し

ています。この人生１００年時代において幸せな人生を送るためにも、地域でつながりを持ち、安心

して生活できる環境を充実させるほか、健康寿命の延伸に力を入れる必要があります。また、元気

な高齢者が増えることで、医療費をはじめとする社会保障費の削減につながるだけではなく、積極

的に町を支える担い手としての活躍も期待できます。 
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（３）教育・文化・スポーツ

社会の変化に対応できる子どもたちの教育・学習環境の整備が求められている中、文部科学省

ではＳＴＥＡＭ教育※の推進や、意欲・意志、自覚し見渡す力、人と協力する力等を指す非認知能

力が着目されているほか、教育現場のデジタル化も進んでいます。県においても、ＳＴＥＡＭ教育や

ＩＣＴの導入などに取り組んでいます。 

近年の社会の変化や人生１００年時代といった背景に対応し、若者から高齢者まで誰もが生きが

いを持って生活できるように、生涯学習やリカレント教育※の重要性が増していることから、本町で

も積極的に取り組む必要があります。また、文化芸術活動やスポーツ・レクリエーション活動の振興

にも継続して取り組む必要があります。 

（４）産業・経済

世界情勢の変化や金利上昇、円の需給環境の変化など経済環境が変化しつつあり、本町の産業

構造や経済環境の変化への対応が課題となっています。本町では新東名高速道路の開通による都

市圏へのアクセス向上を契機に、経済環境の変化に対応しながら産業の活性化を促し、地方創生

に向けた取組を推進していく必要があります。 

農業・林業分野においては、担い手の高齢化や後継者不足などにも取り組む必要があります。 

コロナ禍を経て、全国的にインバウンドを含めた観光客が回帰しつつあり、本町でも富士山など

をセールスポイントとする観光振興やグローバルな取組を推進し、交流人口の拡大や観光産業の

活性化が求められます。 

一方で、居住を伴う「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と

多様に関わる「関係人口」の創出・拡大事業が国により推進されています。ＩＣＴの発達や働き方改

革などによって、二拠点居住や多拠点居住といったライフスタイルの選択肢も増えています。本町

でも、移住・定住と同じく多拠点居住などの関係人口の拡大に対応する必要があります。 

（５）環境

本町は富士山をはじめとする豊かな自然や清らかで豊富な水資源に恵まれています。この恵ま

れた自然を今後も享受し、活用してくためにも環境の保全や循環型社会の構築を進めていく必要

があります。 

また、世界的には脱炭素社会の実現に向けた取組が行われています。国では、令和２（２０２０）年

に２０５０年に温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す、カーボンニュートラル※宣言が表明され、令

和１２（２０３０）年度に温室効果ガスを平成２５（２０１３）年度から４６％削減することを目標としてい

ます。 

本町においても、令和４（２０２２）年３月に小山町ゼロカーボンシティ宣言※を行いました。引き続

き、事業者や町民と一体となって環境問題の解決とカーボンニュートラルに向けて取り組む必要が

あります。 

後ろに※がついている単語は、用語集に解説を掲載しています。 
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（６）都市計画・都市基盤 

全国的に公共施設やインフラなど社会資本の老朽化が深刻となり、生活基盤への影響が問題と

なっています。また、原材料価格高騰などによる公共工事への影響も懸念されています。 

そのため、公共施設を単に維持管理するのではなく、令和４（２０２２）年３月策定の小山町公共施

設等総合管理計画に基づき、経営戦略的視点から総合的に企画・管理・活用するファシリティマネ

ジメント※の考え方で、改修・更新量を正確に把握し、計画的に実施していく必要があります。効率

的な公共施設やインフラの運営管理においては、官民連携による民間活力の導入を含めた施設の

集約・再編の検討も求められます。 

都市計画においては、インフラの普及状況や公共交通など公共サービスの再構築も含めて、適

切かつ効率的な都市機能を発揮できるように計画を策定し、実行していくことが必要です。 

 

（７）町政運営・協働 

ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ）※をはじめとするＩＣＴの飛躍的な発展と、情報通信機器の普及・

多様化が進んでいます。国は電子行政サービスの推進やマイナンバー制度による行政事務の効率

化等を強力に推進しています。本町においても、ＩｏＴ、ビッグデータ※、人工知能（ＡＩ）※などの技

術革新を積極的に取り入れます。また、先端技術の活用に加え、エビデンス※に基づく政策の構築

（ＥＢＰＭ）などにも取り組み、行政サービスの向上を推進します。 

限られた財源を最大限に活用するためにも、将来予測から現在なすべきことを考えるというバッ

クキャスティング思考※による財政運営を実施する必要があります。 

まちづくりにおいては、町民の参加や協働が不可欠ですが、少子高齢化や核家族化の進行、ライ

フスタイルや価値観の変化により、地域活動の参加者の減少や自治組織の高齢化・後継者不足な

ど、担い手の確保が課題となっています。地域コミュニティ機能の低下は、有事の際の防災力の低

下にも繋がることから、新しい自治会運営の在り方を考えることが急務となっています。 

さらに、子どもを中心に、地域との繋がりや人間関係の希薄化が全国的に大きな問題となってい

ます。将来の担い手を育成するためには、「小山町に住んでいてよかった」と思える愛着感、シビッ

クプライドの醸成が重要です。郷土愛を育む活動を大切にしながら、顔の見える関係性をつくり、と

もに支えあい、互いに見守ることのできる地域コミュニティの活性化を図っていく必要があります。 
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３　町民の意識やニーズ 

（１）町民意識調査（町民アンケート）

①定住意向

今後も小山町に住み続けたいと思うかについて、全体では７５％の方が定住意向を示しています。

地区別でみると、足柄地区の定住意欲が８０％台と最も高い一方で、須走地区の定住意向が６

０％台と低くなっています。 

年代別でみると、２０代以下の定住意向は他の世代と比較して非常に低く、年齢が上がるにつれ

「住み続けたい」の割合が増加する傾向にあります。一方で、５０代では２０代に次いで「どちらとも

言えない」や町外への転出意欲を持っている方が多くなっています。 

調査対象 町内在住の１６歳以上の男女 

調査方法 郵送にて調査票を配布、郵送またはＷＥＢ回答による回収方式 

（層化２段無作為抽出法：町内５地区よりバランスよく無作為抽出） 

配布票数 １５００票 

調査期間 令和７（２０２５）年７月１日～７月３１日 

回収結果 ５３９票（回収率 ３５．９％） 

【今後も小山町に住み続けたいと思うか（全体・地区別）】 

【今後も小山町に住み続けたいと思うか（年代別）】 
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②施策や暮らしの現状に関する満足度

小山町の暮らしの中で感じていることについて、支持が高いものは「安全な水道水が安定供給さ

れている」「無線放送等により、自衛隊の演習や野焼き等の情報が正確に伝わっている」「交通事故

や犯罪が少なく、安全で安心して生活ができる」などとなっています。 

一方、支持が低いものは「小山町が観光客でにぎわっている」「公共交通が必要な時に利用でき

る」「買い物に不便がないと感じる」となっており、富士山をはじめとする地域資源を観光に活かしき

れていないと感じている方、町民生活に直結する交通や買い物などの生活利便性が低いと感じて

いる方が多いことが分かります。 

【暮らし中で感じていること（支持が高い順）】 

※設問に対して「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合を表している
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（２）中学生アンケート調査

①町への愛着と定住意向

「小山町が好きかどうか」について、約７６％が「好き」「どちらかといえば好き」と回答しており、中

学生の多くは、小山町への愛着が高いことがうかがえます。 

一方で、「大人になっても小山町に住みたいと思うか」については「住みたい」「どちらかといえば

住みたい」と回答した方は２６．６％にとどまり、「住みたくない」「どちらかといえば住みたくない」が４

３．４％と上回っています。 

上記のように、愛着はあるものの、定住意欲が低い理由としては、「電車やバスなどの交通や買

い物など生活が不便だから」「小山町外でやりたい仕事があるから」「首都圏を含め、にぎやかな都

会で生活したいから」などが挙げられています。町民意識調査と同じく、中学生についても、生活の

利便性に関して不満を持っていることが分かります。 

調査対象 町立中学校 3 校の全校生徒 

調査方法 ウェブによるアンケート

調査期間 令和 7（２０２５）年 2 月 1 日～3 月 17 日 

回収結果 274 票（回収率 68%） 

【小山町が好きかどうか】 【大人になっても小山町に住みたいと思うか】 

N=２７４ N=２７４ 

【住みたくない理由】 
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②小山町の強みと理想像

「小山町は“ココが（コレが）素晴らしい！”と感じること」について、「富士山や箱根外輪山などの自

然」「給食や医療費無償化などの公共サービス」「湧水・地下水などの水資源」が上位となっています。 

一方で、「大人になった時、小山町がどんな町になっていたら良いと思うか」については「道路や

公園などがきちんと整備されているまち」をはじめとして「災害や犯罪の少ない安心・安全なまち」

「会社の商売や働く人の仕事が活発でにぎやかなまち」「子どもからお年寄りまで支援が充実し、町

民が健康ですごせるまち」となっています。 

こうした素晴らしいと感じている現状と、どんな町になっていたら良いと思うかといった理想との

ギャップに対応をしていく必要があります。 

【小山町は“ココが（コレが）素晴らしい！”と感じること】 

【大人になった時、小山町がどんな町になっていたら良いと思うか】 
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（３）若者アンケート調査

①暮らしやすさと定住意向

「小山町は暮らしやすい町か」について、「とても暮らしやすい」「まあまあ暮らしやすい」が過半数

となっています。 

一方で、「これからも小山町に住む予定か」について、社会人層では「住む」が約半数と高いもの

の、高校生・大学生層では低くなっています。 

その理由として、「交通や買い物など生活が不便だから」「町外でやりたい仕事があるから」「町外

で学びたい学校・大学があるから」が上位となっており、町民意識調査と同様に生活利便性に課題

があることが分かる一方で、町の教育・産業構造の課題が浮かび上がっています。 

調査対象 町内在住の 15 歳から 29 歳の方 

調査方法 ウェブによるアンケート

調査期間 令和 7（２０２５）年 2 月 14 日～3 月 5 日 

回収結果 172 票（回収率 12%） 

【小山町は暮らしやすい町か】 【これからも小山町に住む予定か】 

【小山町に住まない理由】 

N=１７２ N=１７２ 
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②町政への参加意向 

町政に若者の意見が反映されていると思うかについて、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」

は２５．９％にとどまりました。 

町政に若者の声を届ける場があれば参加したいかについて「ぜひ参加したい」「あまり負担がな

ければ参加したい」が６１％となり、若者が町政に対し一定の関心を持っていることが分かります。こ

うした関心を形にするための環境や導線づくりに努めていくことが必要と考えられます。 

 

  
【町政に若者の意見が 
反映されていると思うか】 

【町政に若者の声を届ける 
機会があれば参加したいか】 

N=１７０ N=１６９ 
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（４）アイデア・意見聴取アンケート調査 

 

 

 

 

 

①小山町が住みやすくなるためのアイデア 

小山町が住みやすくなるためのアイデアについて、特に回答が多かった分野を取りまとめた結果、

大きく「商業施設の充実」「公共交通の充実」「子育て支援の充実」となりました。各分野の主な意見

は以下の通りです。 

 

商業施設の充実に関する主な意見 

 

 

 

 

 

公共交通の充実に関する主な意見 

 

 

 

 

 

子育て支援施設の充実に関する主な意見 

 

 

 

 

 

 

  

調査対象 全ての町民 

調査方法 ウェブによるアンケート、町役場等での留置き調査 

調査期間 令和７（２０２５）年２月１日～３月５日 

回収結果 ５４票 

 

意見 

ドラッグストア、１００円均一ショップなどの誘致 

ショッピングモール（イオンなど）の誘致 

飲食施設（焼肉屋、ピザ屋など）の誘致 

 

意見 

デマンドバスや電車等の運行本数の増加 

駅と連携したバスの運行本数の増加、御殿場駅までのバス運行 

高齢者向けタクシー割引券・優待券の導入 

 

意見 

梅雨や冬でも関係なく遊べる屋内施設の整備 

安全に遊べる公園やあそび場の充実 

児童館や子ども向け施設の増設 
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②小山町を明るく元気にするためにできること

小山町を明るく元気にするためにできることとして、特に回答が多かった分野を取りまとめた結果、

「地域交流の活性化」「子育て環境の充実」「観光振興」となりました。主な意見は以下の通りです。 

地域交流の活性化に関する主な意見 

子育て環境の充実に関する主な意見 

観光振興への貢献に関する主な意見 

意見 

お年寄りから子どもまで参加できるゲームや体操の場を企画 

モルックなどスポーツイベントへの参加

市民協働やボランティア活動への参加 

意見 

教室やあそび場の提供 

部活動の指導 

ママ同士の教室の情報共有・連携

意見 

町の知名度向上のための SNS発信 

冨士霊園やスピードウェイを紹介 

地域の魅力を発信するイベント 
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第２部 基本構想 
 

 

まちづくりの基本理念、小山町が目指す将来像、基本目標、施策の大綱などについて、第５次小

山町総合計画策定時の考え方を踏襲していますが、一部については時点修正として、限定的な

見直しを実施しています。  
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第 1章 まちづくりの基本理念 
  

本町では、平成 ２７（２０１５）年 １２ 月、小山町自治基本条例を制定し、これからのまちづくり

を進める上で基礎となる考え方を「まちづくりの基本理念」として、以下の３点を定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、同条例では以下の３つの「まちづくりの基本原則」のもと、町民・議会・行政が一体となって

まちづくりを推進していくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画は、この基本理念、基本原則に基づき推進していくものとします。 

  

○町民及び町は、町民がまちづくりの主体であることを認識し、参加と協働によるま

ちづくりの推進を図る。 

○町民及び町は、まちづくりの推進において、個人の尊厳及び自由を尊重するととも

に、法令及び小山町自治基本条例等の規定を遵守する。 

○町は、町民の意思を町政に反映するよう努めるとともに、公正で開かれたまちづく

りを推進する。 

（小山町自治基本条例 第２章４条） 

参 加 
の原則 

協 働 
の原則 

情報共有 
の原則 

町民 

議会 行政 

● まちづくりに関する政策
の立案、施策の実施等に
関し、町民が主体的に関
わり、行動すること 

● 町政に関する情報を町民に積極的
かつ分かりやすく提供すること 

● 町民及び町がそれぞれの
役割及び責務に基づき、
互いを尊重しながら、対
等な立場で協力してまち
づくりに取り組むこと 

20



第２章 まちづくりの目標 

まちづくりに対する町民の意向と、社会環境の変化と課題を踏まえ、目指す将来像を以下のとお

り定めます。 

目指す将来像 

「育てたい、暮らしたい、帰りたいまち  小山町」 

本計画は、この将来像を達成するための、令和３（２０２１）年度から今後１０年間の取組を定める

ものです。 

本町は、富士山に象徴される豊かな自然環境に恵まれ、心豊かな子育てに

は格好の舞台と言えます。現在、子ども医療費の無料化やこども園の充実を 

はじめ、子育てにやさしいまちづくりを進めています。また、最先端のＩＣＴ技

術の導入などにより教育環境の充実を図るとともに、一人ひとりの個性に向

き合いながら心身の健全育成に努めています。 

これからも、ずっとこの町で子どもを育てたいと思える町を目指します。 

育 

本町はこれまで、都心部に隣接し、かつ各種交通基盤にも恵まれていると

いう利点を活かし、企業の誘致や移住定住施策を推進してきました。 

これからは、町民満足度のさらなる向上のために、利便性や快適性など町

民の生活重視の施策や事業の推進に重心を置き、町民のニーズに沿ったき

め細かな行政サービスの提供とともに心通う地域社会の再構築に努め、こ

こで暮らしたい、暮らし続けたいと思える町を目指します。また、その情報を

町外に向け強く発信していくことで、町外の方からも暮らしたい、暮らし続

けたい場所として選ばれる町となることを目指します。 

暮 

新型コロナウイルス感染症の蔓延を契機として東京一極集中の働き方が

見直され、テレワークなどの新しいライフスタイルが広がりつつあります。 

本町は、新しい働き方の実現に適した首都圏からの時間的・地理的条件が

整っていると同時に、何よりも豊かな自然環境を兼ね備えています。 

町内の若者に、働き方改革や心身の健康という価値観から故郷を見つめ

なおすことを働きかけると同時に、関係人口の創出・拡大など町の活性化を

図り、内外に小山町の特長を広くＰＲすることで、一度町外に出た若者たち

が、帰りたいと思える町を目指します。 

帰 
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第３章 施策の大綱 

まちづくりの理念と目指す将来像を踏まえ、７つの基本目標を設定しています。 

１ 安全・安心なまち 【防災・防犯・町民生活】 

自然災害や危機に強い地域をつくるため、自助、共助、公助による地域防災力の向上と危機管

理体制の構築を進めるとともに、防犯対策・交通安全対策等を強化し、町民が安全で安心して生活

できるまちを実現します。 

２ 健康で笑顔あふれるまち 【子育て・福祉・健康】 

安心して子どもを産み育てられるよう、切れ目のない支援を充実させるとともに、すべての町民

が地域のなかでつながり、自分らしく生きられる地域社会を築けるよう、福祉・健康・医療における

施策連携を充実させ、生涯にわたって健康で笑顔があふれるまちを実現します。 

３ 文化の薫るまち 【教育・文化・スポーツ】 

学校・地域・家庭が連携し、児童・生徒の主体性を育む教育を行うとともに、日々の暮らしの中で

郷土の歴史や文化芸術に親しみ、スポーツを楽しめ、地域・国境を超えた交流が生まれる、町民が

心豊かに生活できるまちを実現します。 

４ 活力あふれるまち 【産業・経済】 

持続的で成長可能な産業として農業・林業を営めるようにするとともに、地域資源を活かした観

光振興、三来拠点事業・地域企業の基盤強化をはじめとする商工業振興により地域経済を活性化

させ、活力あふれるまちを実現します。 

５ 富士山と共に生きるまち 【環境】 

富士山と共に生きるまちとして町・町民・事業者が一体となり、生活環境の保全、脱炭素、循環型

社会形成を推進するなど、環境にやさしい暮らしを営み、豊かな自然環境と水資源が守られている

まちを実現します。 
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６ 便利で快適なまち 【都市計画・都市基盤】 

上・下水道や道路、住まい等の整備・管理により、安全かつ衛生的で、安心できる都市基盤を確

保するとともに、地域特性に応じた土地活用や交通ネットワーク等を計画的・効果的に形成し、便利

で快適なまちを実現します。 

 

 

７ 計画を推進するために 【町政運営・協働】 

時代の変化に対応できる持続可能なまちとなるため、効果的・効率的な町政運営を柔軟に行うと

ともに、多様な主体との連携によるまちづくりを推進します。 

また、町民一人ひとりがまちづくりの担い手であることから、町民の参加・協働が進むまちを目指

します。 
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第４章 将来人口と土地利用 

１ 将来人口 

令和３（２０２１）年度策定の基本構想で設定した将来人口（以下、「現目標人口」という。）につい

て、新たな国の公表値（国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（２０

２３）年推計）」、以下、「社人研推計２０２３」という。）をもとに再検討しました。 

その結果、社人研推計２０２３は現目標人口に非常に近い数字となっています。それを踏まえて、

第５次小山町総合計画 後期基本計画の計画期間の最終年である令和１２（２０３０）年度の将来人

口は、現目標人口達成に向けた政策の方向性を維持し、後期基本計画に掲げる施策の推進により、

現在設定している１６，５００人のままとします。 
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２ 土地利用の基本方針 

（1）豊かな自然と調和した土地利用

富士山をはじめとした自然を保全する地域、人々が住み活動する都市的利用地域、自然環境の

保全を基調としつつ人々の暮らしに生かす地域が調和した、秩序ある土地利用を図ります。 

（2）安全で安心できる土地利用

近い将来発生が予想されている南海トラフ地震や相模トラフ地震、頻発する集中豪雨による災

害、さらには富士山噴火など小山町は多様な災害が懸念されています。地域の実情に応じた防災

対策を進め、誰もが安全で安心して生活できる災害に強い土地利用を図ります。 

（3）地域の特性を生かした土地利用

豊かな自然環境を基本として、小山、足柄、北郷、須走地域のそれぞれの持つ地域特性や歴史、

文化資源を生かした個性ある土地利用を進めます。 
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３ 土地利用構想 

（１）地域類型別概要 

地域類型区分は以下の図に掲げる５つのゾーンと３つの拠点、これらを支える交通軸とします。 

 

■土地利用構想図 
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■道路整備プログラム将来道路網構想図

27



28



 

 

 

 

 

 

第３部 後期基本計画 
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序章 後期基本計画の概要 
 

１ 後期基本計画の構成 

 

 

 

  
〈
将
来
像
〉
育
て
た
い
、
暮
ら
し
た
い
、
帰
り
た
い
ま
ち 

小
山
町 

基本目標 
 

1 安全・安心なまち 【防災・防犯・町民生活】 

 

2 健康で笑顔あふれるまち 【子育て・福祉・健康】 

 

3 文化の薫るまち 【教育・文化・スポーツ】 

 

4 活力あふれるまち 【産業・経済】 

 

5 富士山と共に生きるまち 【環境】 

 

6 便利で快適なまち 【都市計画・都市基盤】 

 

7 計画を推進するために 【町政運営・協働】 

 

７ 
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基本施策 施策分野 

1-1 防災・危機管理体制の強化 防災・減災・治山治水・危機管理 

1-2 消防・救護対策の推進 消防・救護 

1-3 交通事故・犯罪のないまちづくり 交通安全・防犯・消費生活 

2-1 子ども・子育て支援の充実 子育て支援・児童福祉 

2-2 地域共生社会の実現に向けた取組 地域福祉・障害福祉・高齢福祉 

2-3 保健・医療の充実 保健・医療 

2-4 人権・多様性の尊重 人権・多様性・男女共同参画 

3-1 学校教育の充実 学校教育 

3-2 心豊かな生涯学習の推進 生涯学習・青少年育成 

3-3 文化芸術活動・歴史文化の振興 文化芸術・歴史文化 

3-4 スポーツ・レクリエーション活動の振興 スポーツ・レクリエーション

3-5 地域間交流・国際交流の推進 地域間交流・国際交流・多文化共生 

4-1 商工業の振興 雇用創出・経済活動・商工業 

4-2 地域資源を活用した観光交流の振興 観光交流 

4-3 活力ある農業の振興と継承 農業 

4-4 適切な森林整備を通じた林業の活性化 林業 

5-1 恵まれた環境や水資源の保全 富士山・環境保全・水資源 

5-2 地球温暖化対策の推進 地球温暖化対策・脱炭素 

5-3 資源循環型社会の構築 ごみ・環境衛生・食品ロス 

6-1 公共交通の維持・活性化 公共交通 

6-2 安全な水の安定供給と適切な下水処理 上・下水道 

6-3 安全で快適な道路網の整備 道路網 

6-4 活力ある土地利用の促進 土地利用・景観 

6-5 良好な住環境の整備 住環境・移住定住・公園・緑地 

7-1 時代の変化に対応できる行財政運営 行財政運営・DX推進 

7-2 連携によるまちづくり 公民連携・広域連携・自衛隊 

7-3 町民参画・協働によるまちづくり 参加・協働・情報共有 

２７ 
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２ 後期基本計画の構成と見方 

 

 

 

■基本施策＜施策分野＞
基本施策とその分野を示し
ています

■５年後の姿
施策を推進することによ
り、５年後（令和１２年度）
に、まちの状態がどのよ
うになっていることを目
指すのかを示しています

■SDGs アイコン
「持続可能な開発目標（ＳＤＧ
ｓ）」における位置づけを示して
います

■現状と課題
施策を取り巻く社会情勢や、
本町の現状と、本町の抱える
課題を記述しています

■指標
施策の進捗状況や成果を測
るものさしとなる指標です
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■施策の方向性 
施策のなかでの取組分野と今後
の方向性を示しています 

■実施する主な事業 
施策の方向性に紐づく、５年
間で実施する主要な事業を
示しています 

■関連する主な計画 
施策と関連性が高い町で策
定している計画やプログラム
などを示しています 

■関連する施策 
横断的に施策を推進するため、関連
性の高い施策、連携を図っていく施
策と施策の方向性を示しています 

■ユニバーサルデザインの視点 

・高齢者に配慮した可読文字サイズ9.8 ポイント以
上、白抜き文字は 12ポイント以上とします 
・一つの文章が長くなりすぎないように配慮します 
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３ 地方版総合戦略との関係 

（１）地方版総合戦略との関係

前期基本計画では、「小山町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和３（２０２１）年度～令和７（２０２５）年

度）の内容を含めて総合計画での一体的な策定を行いましたが、地方版総合戦略は総合計画とは目的や

政策範囲が一致しないことを鑑み、後期基本計画では、一体化することなくそれぞれで策定します。 

一方で、総合計画と地方版総合戦略は緊密に連携及び補完する役割を担うことから、他の各種個別計

画と同様に、整合を図ります。 

４ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係 

（１）地方創生とＳＤＧｓ

「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」とは、平成２７（２０１５）年９月の国連サミットで採択されたよりよい世界

を目指すための目標のことです。１７のゴールと１６９のターゲットが掲げられており、我が国においても、「誰

一人取り残さない」社会を実現するために積極的に取り組むことになりました。 

平成２８（２０１６）年１２月に策定された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」では、地方自治体がＳ

ＤＧｓを原動力とした地方創生を推進することが期待されています。 

令和５（２０２３）年１２月には改定版が発表され、下記の５つの重点事項を掲げるとともに、ＳＤＧｓの浸透

に地方自治体の積極的な取組が不可欠であること明記されています。 

＜５つの重点事項＞ 

① 持続可能な経済・社会システムの構築

②「誰一人取り残さない」包摂社会の実現

③ 地球規模の主要課題への取り組み強化

④ 国際社会との連携・協働

⑤ 平和の持続と持続可能な開発の一体的推進

資料：令和５（２０２３）年１２月１９日 ＳＤＧｓ推進本部決定「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」 

なお本町は、令和７（２０２５）年７月にＳＤＧｓの達成に向けて優れた取組を行う自治体として、内閣府より

「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されました。ＳＤＧｓ未来都市としての責任を果たすべく、後期基本計画において

も、より一層、地域の特性を生かした持続可能なまちづくりを推進していく必要があります。 

（２）ＳＤＧｓのゴールと自治体行政の役割
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国土交通省住宅局支援のもと、自治体ＳＤＧｓガイドライン検討委員会によって作成されたガイドラインで

は、ＳＤＧｓの１７のゴールと自治体行政の役割について、以下のとおり示しています。 

目標 

（ゴール） 

自治体の果たしうる役割 

１ 貧困をなくそう 

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上で最も適したポジションにいます。各

自治体において、すべての市民が必要最低限の暮らしを確保することができるよう、きめ

細やかな支援策が求められています。 

２ 飢餓をゼロに 

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産などの食料生産の支援を行

うことが可能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で

都市農業を含む食料生産活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。 

３ すべての人に健康と福祉を 

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も住民の健

康維持に貢献しています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状態の維持・改善に必

要であるという研究も報告されています。 

４ 質の高い教育をみんなに 

教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は非常に大

きいといえます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両

面における自治体行政の取り組みは重要です。 

５ ジェンダー平等を実現しよう 

自治体による女性や子供等の弱者の人権を守る取り組みは大変重要です。また、自治体行

政や社会システムにジェンダー平等を反映させるために、行政職員や審議会委員等におけ

る女性の割合を増やすのも重要な取り組みといえます。 

６ 安全な水とトイレを世界中に 

安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自治体の

行政サービスとして提供されることが多く、水源地の環境保全を通して水質を良好に保つ

ことも自治体の大事な責務です。 

７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を推進したり、住民が省／再エネ対策を

推進するのを支援する等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー源利用

のアクセスを増やすことも自治体の大きな役割といえます。 

８ 働きがいも経済成長も 

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に直接的に関与す

ることができます。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備を通して労働者の待

遇を改善することも可能な立場にあります。 
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 ９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経済の活

性化戦略の中に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産業やイノベーションを

創出することにも貢献することができます。 

 １０ 人や国の不平等をなくそう 

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができます。少数

意見を吸い上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求められています。 

 １１ 住み続けられるまちづくりを 

包摂的で、安全、レジリエントで持続可能なまちづくりを進めることは首長や自治体行政

職員にとって究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の中で自

治体行政の果たし得る役割は益々大きくなっています。 

 

１２ つくる責任つかう責任 

環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。これを推

進するためには市民一人一人の意識や行動を見直す必要があります。省エネや３Ｒの徹

底など、市民対象の環境教育などを行うことで自治体はこの流れを加速させることが可

能です。 

 １３ 気候変動に具体的な対策を 

気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。従来の温

室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検討と策定を各

自治体で行うことが求められています。 

 １４ 海の豊かさを守ろう 

海洋汚染の原因の８割は陸上の活動に起因しているといわれています。まちの中で発生

した汚染が河川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都市だけでなくすべ

ての自治体で汚染対策を講じることが重要です。 

 １５ 陸の豊かさも守ろう 

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有する

といえます。自然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じるのではな

く、国や周辺自治体、その他関係者との連携が不可欠です。 

 １６ 平和と公正をすべての人に 

平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の多くの市

民の参画を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割とい

えます。 

 １７ パートナーシップで目標を達成しよう 

自治体は公的／民間セクター、市民、ＮＧＯ／ＮＰＯなどの多くの関係者を結び付け、パー

トナーシップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく

上で多様な主体の協力関係を築くことは極めて重要です。 
出典：「私たちのまちにとっての SDGs（持続可能な開発目標）－導入のためのガイドライン－」（一般財団法人建築環境・省エネルギ

ー機構） 

（３）第５次小山町総合計画とＳＤＧｓ 

ＳＤＧｓが目指す１７のゴールは、人口減少や地域経済の縮小といった本町が抱える課題の解決に当ては

まるものが多いことから、本町においては、総合計画の施策を講じることによってＳＤＧｓの推進を図るもの

とします。 
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■後期基本計画における施策とＳＤＧｓの対応表

SDGs の 17 のゴール 

後期基本計画 施策 

1-1 防災・危機管理体制の強化 

1-2 消防・救護対策の推進 

1-3 交通事故・犯罪のないまちづくり ● 

2-1 子ども・子育て支援の充実 ● ● ● 

2-2 地域共生社会の実現に向けた取組 ● ● 

2-3 保健・医療の充実 ● 

2-4 人権・多様性の尊重 ● 

3-1 学校教育の充実 ● ● 

3-2 心豊かな生涯学習の推進 ● 

3-3 文化芸術活動・歴史文化の振興 ● 

3-4 スポーツ・レクリエーション活動の振興 ● 

3-5 地域間交流・国際交流の推進 ● ● 

4-1 商工業の振興 ● 

4-2 地域資源を活用した観光交流の振興 

4-3 活力ある農業の振興と継承 ● 

4-4 適切な森林整備を通じた林業の活性化 

5-1 恵まれた環境や水資源の保全 ● 

5-2 地球温暖化対策の推進 

5-3 資源循環型社会の構築 

6-1 公共交通の維持・活性化 

6-2 安全な水の安定供給と適切な下水処理 ● 

6-3 安全で快適な道路網の整備 

6-4 活力ある土地利用の促進 

6-5 良好な住環境の整備 

7-1 時代の変化に対応できる行財政運営 

7-2 連携によるまちづくり 

7-3 町民参画・協働によるまちづくり 
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● ● ● 

● ● 

● ● ● 

● 

● 

● ● ● 

● 

● 

● 

● ● ● ● ● 

● ● ● ● 

● ● 

● ● ● ● ● ● 

● 

● ● ● ● ● 

● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● 

● ● ● 

● ● 

● ● ● 

● ● ● ● 

● ● ● 

● ● ● ● 

● ● 
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５ 重点プロジェクト 

重点プロジェクトとは、基本構想で掲げた「育てたい、暮らしたい、帰りたいまち 小山町」という

目指す理想像の達成に向け、後期基本計画で重点的に取り組む施策や事業を束ねたプロジェクト

のことです。 

町民意識調査や後期基本計画策定の際に実施した各種町民への意見聴取、社会情勢を踏まえ、

以下の３つを選定しています。 

１．安心して快適に暮らせるおやまの創出 

目的 

町民が「暮らし続けたい」と思えるように、そして子育て世代をはじめとする若者が子どもを「育て

たい」と思えるようにするため、安全・安心の基盤整備を強化し、町民のニーズが高い、交通や買い

物といった生活利便性や子育て環境の向上に努めます。あわせて、結婚・妊娠・出産・子育て・介

護・健康づくりなど、ライフステージに応じたきめ細かな支援を展開し、定住を促進します。 

主な事業 

①：母子保健と児童福祉の一体的かつ切れ目のない子育て支援の充実と環境整備

②：小中一貫校化、屋内温水プール整備等の教育環境整備

③：公共交通の充実（定時巡回バス、デマンドバス、ライドシェア等）

④：地域優良賃貸住宅の整備と良好な住宅地の整備

成果指標 

主要な関連する施策 

 

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「今後も小山町に住み続けたい」と思う町民の

割合
75.0％ 75.0％ 町民意識調査 

②「安心して子どもを産み育てられる環境が整っ

ている」と回答する町民の割合
52.3％ 57.0％ 町民意識調査 

③「公共交通が必要な時に利用できる」と回答す

る町民の割合
18.0％ 25.0％ 町民意識調査 

④「住んでいる地域に良好な住環境が整ってい

る」と回答する町民の割合
43.8％ 45.0％ 町民意識調査 

１－１：防災・危機管理体制の強化、１－３：交通事故・犯罪のないまちづくり、 

２－１：子ども・子育て支援の充実、２－２：地域共生社会の実現に向けた取組、 

３－１：学校教育の充実、３－４：スポーツ・レクリエーション活動の振興、 

６－１：公共交通の維持・活性化、６－５：良好な住環境の整備 

６－４：活力ある土地利用の推進、６－５：良好な住環境の整備
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２．地域資源の活用と連携によるにぎわいあるおやまの創出 

目的 

町外の方の訪問や交流を拡大し、関係人口となってもらい、最終的に「暮らしたい」と思えるまち

にするため、世界文化遺産の富士山や富士スピードウェイをはじめとする自然・歴史・文化・スポー

ツ等の豊かな地域資源を活かした観光振興や歴史文化の保全・活用を進めます。また、町だけでな

く、町民との協働、民間企業等との連携、増加する外国人住民や労働者との交流を推進し、共創に

よる地域活性化を図ります。 

主な事業 

①：眺望スポット整備や文化遺産を活用した富士山交流観光プログラムの推進 

②：スポーツ合宿やサイクルツーリズム等地域資源を活用した観光振興 

③：山岳信仰(富士講等)、足柄古道、富士紡績等の歴史文化資源の保存・活用 

④：ＰＦＩの活用や指定管理者制度の推進等公民連携の推進 

成果指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な関連する施策 

  

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①観光交流客数 340万人 450万人  

②宿泊客数 235,841 人 260,000 人  

③「町民が伝統文化や郷土を大切にしている」と

回答する町民の割合 
54.2％ 60.0％ 町民意識調査 

④「町は、民間企業や団体と連携して、地域の課 

題解決やサービスの向上に取り組んでいる」と 

回答する町民の割合 

36.2％ 40.0％ 町民意識調査 

 

３－３：文化芸術・歴史文化の振興、３－５：地域間交流・国際交流の推進 

４－２：地域資源を活用した観光交流の振興、 ７－２：連携によるまちづくり、 

７－３：町民参画・協働によるまちづくり、６－４：活力ある土地利用の推進、 

６－５：良好な住環境の整備 
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３．企業誘致の促進と持続性ある産業の創出 

目的 

町内の若者が進学や就職した後にも「帰りたい」と思えるように、また、町外の方が時間的・地理

的条件が整うこの町で、「暮らしたい」と感じる機会を作れるように、企業誘致や雇用創出、経営基

盤確保等を積極的に行い、小山町の地域特性に応じた産業振興による地域経済の発展を目指し

ます。 

特に、三来拠点事業については総仕上げとして企業誘致を加速させるとともに、町内の中小企

業・小規模事業者が経営基盤の安定化を支援し、農業や林業など、伝統ある産業が次世代へ継承

できるよう持続可能性の向上に取り組みます。 

主な事業 

①：三来拠点における企業誘致促進と新たな産業団地の開拓

②：合同就職フェアや起業・創業セミナーの開催と就職支援制度の整備

③：地域農業を支える担い手の育成と地域の共同活動の支援

④：林業従事者の育成と森林資源の循環利用による林業の活性化

成果指標 

主要な関連する施策 

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「小山町は企業誘致を活発に進めている」と回

答する町民の割合
59.7％ 70.0％ 町民意識調査 

②三来拠点事業による雇用創出数（累計） 557件 1,100 件 

③農地維持活動に集落で取り組まれている農用

地面積の割合

39％ 

(171ha) 

41％ 

(180ha) 

多面的機能支払制度及

び中山間地域等直接支

払制度の協定面積/農

用地面積 

④年間森林更新面積 2.38ha 4.0ha 森林経営計画等実績 

４－１：商工業の振興、４－２：地域資源を活用した観光交流の振興、 

４－３：活力ある農業の振興と継承、４－４：適切な林業整備を通じた林業の活性化 
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第１章 安全・安心なまち 【 防災・防犯・町民生活 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 本町では、相模トラフ沿いで発生する地震や、

広域被災が予想される南海トラフ巨大地震、富

士山火山災害など大規模災害の発生が懸念さ

れています。 

⚫ 災害時などにおける確実な情報伝達手段を確

保するため、情報伝達手段の多重化を図るとと

もに、防災資機材及び備蓄品の適正な管理を

行い、必要な備蓄数量を安定的に確保していま

す。 

⚫ 災害時に自ら避難することが困難な人の避難支

援を推進するため、避難行動要支援者名簿を

毎年更新するとともに、自主防災会及び民生委

員・児童委員に提供し、有事に備えた体制を整

えています。 

⚫ 減災の取組として、出前講座の実施や自主防災

組織への防災資機材購入の補助を実施してい

ます。 

 

 

 

⚫ 激甚化する災害や複雑多様化する町民生活を

脅かす事態に的確に対応するため、日ごろの備

えの大切さを周知・啓発し、国や県、地域と一体

になって防災・減災への準備を進めていく必要

があります。 

⚫ 国や県の方針や新たな災害による教訓など、状

況の変化に応じて、町の指針や計画を見直して

いく必要があります。 

⚫ 大規模災害時の避難場所や物資の供給・運搬

をはじめ、様々な支援に係る協定の締結につい

て、引き続き充実を図る必要があります。 

⚫ 災害発生時の被害を最小限に抑えるために、自

らの命は自ら守る「自助」、近所や地域でお互い

に力を合わせて助け合う「共助」、行政が主体と

なって行う「公助」を念頭に地域防災の充実及

び強化を進めていく必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

1-1 
防災・危機管理体制の強化 ＜防災・減災・治山治水・危機管理＞ 

 

    

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「災害時の情報伝達手段や防災訓練の実施な

ど、災害対応力強化の取組が進んでいる」と回答す

る町民の割合 

58.4% 60.0% 町民意識調査 

②「災害に対して自ら対策を講じている」と回答す

る町民の割合 
47.1% 50.0% 町民意識調査 

③各行政区に１名以上の防災士の配置 35地区 40地区 
小山町国土強靱化地域

計画における目標値 

④治山事業の推進 1地区 3地区 予防治山の実施 

 

５年後の姿 

誰もが安心して暮らせる災害に強いまちとなっています。 

現状と課題 

指標 

44



第
１
章 

安
全
・安
心
な
ま
ち 

【 

防
災
・防
犯
・町
民
生
活 

】 

（１）防災体制・危機管理体制の充実

各地で発生した大規模災害の教訓や過去の災害経験等を踏まえ、迅速かつ的確に対応できるよう関

係機関と連携を図り、防災体制・危機管理体制の構築に取り組み、大規模災害への対応力を強化します。 

（２）自然災害への対策

国土強靱化地域計画※に基づき、地震など大規模自然災害に強い地域づくりを進めます。また、災害

に強い森林づくりや治山施設の整備、適切な土地利用指導などを行うことで、治山治水対策を推進しま

す。 

（３）地域防災力の強化

災害発生時にも、各々が適切に対応し、円滑な初動対応及び迅速な復旧が図れるように、自助、共助

及び公助による災害対応能力を向上させ、地域や組織間の連携の強化を進めます。 

●地域防災計画等の各種防災計画を定期的に見直し、さらなる充実を図ります。

●防災行政無線等の情報伝達体制の強化を図ります。

●迅速な応急対応を確保するため、企業・団体・他自治体との災害協定を推進します。

●デジタル等新技術を活用し、災害対応力の強化を図ります。

実施する主な事業 

●防災・医療救護訓練、広報活動などを通じて、防災知識の普及と意識の啓発を行います。

●災害時に必要な資機材の更新・整備、避難所の生活環境の改善を行います。

●治山施設の整備や治山パトロールを行います。

●小山町山地強靱化総合対策協議会の活動を通じて、林地保全の啓発を行います。

●治水対策のため、河川浚渫※等の維持管理を行います。

実施する主な事業 

●町内の自主防災組織の充実・強化を図ります。

●地域で防災活動を牽引する人材の育成を推進します。

●自らの命を守り、地域に貢献できる人材を育成するため、小中学校での防災教育を推進します。

実施する主な事業 

施策の方向性 

関連する主な計画 
小山町国土強靱化地域計画/小山町地域防災計画/小山町地震対策アクションプログラム/小山町富

士山噴火に対する避難計画/小山町森林整備計画/小山町公共施設等総合管理計画/小山町水防計

画書/小山町国民保護計画/小山町自然災害業務継続計画 

関連する施策 

■施策2-3 保健・医療の充実「（３）感染症などへの対応による健康危機管理対策の強化」

■施策４-４ 適切な森林整備を通じた林業の活性化「（３）森林整備の基盤となる路網整備の推進」

■施策６-２ 安全な水の安定供給と適切な下水処理「（１）水道水の安定供給と水質管理」

■施策６-３ 安全で快適な道路網の整備「（３）安全なインフラ整備の促進」

■施策６-５ 良好な住環境の整備「（１）良質で誰もが安心して住める住環境づくり」
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⚫ 本町では、消防署・消防団との連携のもと、高齢

者宅などを訪問し、地域に密着した防火指導を

継続して実施することで、火災の発生予防や災

害による被害拡大の防止に取り組んでいます。

⚫ 全国的に減少傾向にある消防団員の数は、本

町においても同様となっていますが、近年は、特

定の時間や特定の活動に従事する機能別消防

団員制度を取り入れ、団員の充足を図っていま

す。

⚫ さらなる団員の確保に向け、団員の出動報酬を

国の基準額の水準まで引き上げを行いました。

⚫ 多種多様化する災害に対応するため、消防団員

の災害対応の技術・知識を高める研修等を推

進するとともに、救助能力向上資機材の配備や、

修繕を適切に実施しています。

 

⚫ 消防団員の就業形態の変化、さらに地域社会へ

の帰属意識や地域活動参加への希薄化など、

消防団を取り巻く環境は大きく変化しています。

⚫ 町民に、より消防団活動の重要性について広く

理解してもらう必要があります。

⚫ 豪雨災害や山林火災などの大規模災害に備え

た、消防団を中核とした地域防災力のさらなる

充実強化が求められています。

⚫ 団員の装備品や、防火水槽などの経年劣化が

進んでいることから、点検・整備や更新を図る必

要があります。

1-２
消防・救護対策の推進 ＜消防・救護＞

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「消防・救護体制が整っている」と回答する町民

の割合
50.1％ 55.0％ 町民意識調査 

②消防団員充足率 88% 100％ 
機能別消防団員を含む

充足率 

③消火活動で利用する水利の充足率 ６５．８% 67.0％ 
消火栓や防火水槽の充

足率 

５年後の姿 

町民と消防機関が連携し、消防力が確保された安心して暮ら

せるまちとなっています。 

現状と課題 

指標 
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（１）消防団員の活躍による町民の防火意識の高揚

将来にわたる地域の防災力を維持するため、積極的な消防団員の確保及び育成と、活動環境の改善

を図ります。また、消防団員と消防署で連携し、町民の防火意識の向上や、消防団活動への関心を持って

もらうよう働きかけます。 

（２）消防施設の充実・維持管理

迅速かつ安全な消防団活動を行えるよう消防ポンプ車や消防団車庫の更新を計画的に行うとともに、

消防団消防施設の適正な管理を推進するため、毎年度備品点検や必要に応じた修繕を行います。 

（３）消防水利の維持管理

町内の消火栓等の消防水利について、日頃から作動状況等の点検を実施し有事に備えるとともに、計

画的に修繕を実施して、適正な維持管理に努めます。 

●町民や子どもへの防災教育の充実と防火意識の醸成、消防団活動への関心の喚起を行います。

●消防団員の確保と育成に努めます。

●消防団の処遇などの活動環境の改善を図ります。

実施する主な事業 

●消防ポンプ車と消防団車庫の計画的な更新を行います。

●装備の充実を計画的に進め、団員の安全確保に努めます。

●施設の備品点検を実施し、必要に応じ修繕を行うなど、適正な維持管理を推進します。

実施する主な事業 

●消防水利の日常点検を実施し、適正な維持管理に努めます。

●消防水利の充足率の向上に努めます。

実施する主な事業 

施策の方向性 

関連する施策 

■施策１-１ 防災・危機管理体制の強化「（３）地域防災力の強化」

■施策２-３ 保健・医療の充実「（２）医療体制の充実」

小山町国土強靭化地域計画/小山町地域防災計画/小山町地震対策アクションプログラム/小山町富

士山噴火に対する避難計画/小山町水防計画書/小山町国民保護計画/小山町自然災害業務継続計画 

関連する主な計画 
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⚫ 全国的に特殊詐欺、フィッシング詐欺※等の巧

妙な犯罪が多様化するほか、ＳＮＳの普及によ

るトラブルは増加しており、闇バイトなどにより青

少年が巻き込まれるケースも少なくありません。 

⚫ 本町の刑法犯認知件数は増加傾向にあります。 

⚫ 児童生徒の登下校時の安全確保や犯罪の未然

防止を図るため、町内４２箇所に設置した防犯

カメラの維持管理を行い、適正に運用していま

す。 

⚫ 本町では防犯や交通安全に関する補助や助成

金等を多数創設していますが、それらの周知が

不足しています。 

⚫ 本町の交通事故件数のうち、人身事故は減少

傾向にありますが、物損事故は横ばいとなって

います。 

 

 

 

 

⚫ 警察署や地域の関係団体、自治組織との連携

を強化し、犯罪抑制の体制確立が必要です。 

⚫ 町民の防犯意識の向上や交通安全意識の高揚

に向け、情報提供や啓発などの充実を図る必要

があります。 

⚫ 町民一人ひとりが自立した消費者として、安全

で豊かな消費生活を営むための消費者教育の

推進が求められています。 

⚫ 高齢化に伴い高齢者の交通事故割合が増加し

ているほか、横断歩道上での事故が増加傾向と

なっており、高齢者を対象とした交通安全対策

がさらに重要となっています。 

⚫ 交通安全運動や児童生徒の登下校見守りを強

化するための人員確保が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 
交通事故・犯罪のないまちづくり ＜交通安全・防犯・消費生活＞ 

 

     

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「交通事故や犯罪が少なく安全で安心して生活

ができる」と回答する町民の割合 
76.4％ 77.0％ 町民意識調査 

②「消費生活のトラブルが少なく、安心して生活が

できる」と回答する町民の割合 
70.3％ 71.0％ 町民意識調査 

③刑法犯罪発生件数 ７１件 70件 
町内の刑法犯罪発生

（認知）件数 

④交通事故件数 43件 40件 
町内における年間交通

事故発生件数 

 

５年後の姿 

事故や犯罪が少なく町民が安心して暮らせるまちとなってい

ます。 

現状と課題 

指標 
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（１）地域連携による安全・安心の確保 

小山町生活安全のまちづくり条例に基づき、協議会における施策の審議や、各地区防犯連絡協議会及

び各種団体と協働により、生活安全対策を推進し、安全で暮らしやすいまちを目指します。 

また、小山町空家等及び所有者不明土地等対策計画に基づき、犯罪や事故の原因になりかねない空

家等の発生予防及び適切な管理を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）交通安全の推進 

幼児期から高齢者までの各年代に応じた交通安全教育の充実や各種助成を行うとともに、街頭等に

おける直接指導を実施し、町民の交通安全意識の向上を図ります。また、地域の実情に応じた道路整

備を推進し、交通事故の防止に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）防犯対策の推進 

犯罪や事故等から被害を未然に防止するため、地域安全活動の支援や、警察と連携した防犯思想

の普及高揚、防犯カメラ等の設置及び適正な維持管理と効果的な運用に取り組みます。また、犯罪被

害者支援の充実を図るため、警察や静岡県犯罪被害者支援センター及び庁内関係各課と連携を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●警察と連携し、広報紙や無線放送等を活用した特殊詐欺情報の発信や特殊詐欺対策機器設置補

助金を支給します。 

●防犯灯設置や維持の交付金の支給、防犯カメラ設置費の助成を行います。 

●犯罪被害者支援条例に基づき支援します。 

実施する主な事業 

●御殿場市・小山町安全・安心大会を開催します。 

●小山町生活安全のまちづくり推進協議会を開催し、安全な生活に関する施策を審議します。 

●御殿場市・小山町暴力追放推進協議会の活動を支援します。 

●小山町危険空き家解体事業補助金を活用した危険空家の適切な管理を行います。 

● 

実施する主な事業 

●交通指導員などと連携した街頭指導や交通安全運動を実施します。 

●御殿場警察署と連携し、各年代に応じた交通安全教室を開催します。 

●高齢者の免許証自主返納に対し運転経歴証明書交付手数料の助成を行います。 

●自転車ヘルメット購入費の助成を行います。 

●交差点の改良や歩道の整備、道路標識等の設置など道路整備を推進します。 

実施する主な事業 

施策の方向性 
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（４）消費者支援と啓発 

すべての町民が安心・安全な消費生活を送るために知識を身につけ、自立することを支援するため、消

費者教育に関する取組を推進します。また、消費生活センターが町民に頼られる存在となるよう認知度向

上及び機能強化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●消費生活学習や消費生活講座、消費生活展などライフステージに応じた消費者教育を推進しま

す。 

●高齢者等の消費生活弱者の消費者被害防止に向けた啓発や支援体制づくりを行います。 

●消費生活センターの相談窓口の案内やホームページでの情報提供を行います。 

●消費生活相談員の能力向上や関係機関との連携強化を図ります 

 

実施する主な事業 

関連する主な計画  

小山町消費者教育推進計画/小山町交通安全計画 

 

■施策6-３ 安全で快適な道路網の整備「（１）生活道路の整備」「（３）安全なインフラ整備の促進」 

■施策7-３ 町民参画・協働によるまちづくり「（３）情報共有の推進」 

関連する施策 
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第２章 健康で笑顔あふれるまち 【 子育て・福祉・健康 】 

 核家族化の進行、地域コミュニティの希薄化、

就労環境の変化等により、子どもとその家族を

取り巻く環境は大きく変化しています。

 全国的に未婚化や少子化が進んでおり、本町で

も令和７（２０２５）年３月をもって、するがおやま

こども園が閉園するなど、少子化が顕著となっ

ています。 

 一方、全国の児童相談所が対応した子どもへの

虐待件数は近年大幅に増加し、令和５（２０２３）

年度には約２２万５千件となっています。

 国では、令和５（２０２３）年にこども家庭庁が発

足し、子ども大綱が策定され、「こどもまんなか

社会」実現を目指しています。本町では、公立幼

稚園・保育園の認定こども園化や出産祝金の支

給など独自の子育て環境整備を行っています。 

 民間学習塾の減少などを受け、本町では令和６

（２０２４）年３月に、町営学習塾を須走地区に設

置しました。

 

 妊娠・出産・子育てのあらゆるフェーズにおいて、

保護者の負担軽減や孤立を防ぐため、小山町こ

ども家庭センターを中心に引き続き支援の充実

を図るとともに、地域で支える体制を構築する

必要があります。

 ひとり親家庭、療育が必要な子どもへの支援等、

あらゆる子どもの最善の利益を支える取組を推

進していく必要があります。

 多様化する保育ニーズに応じたサービスを提供

するための環境整備や、人材確保・育成が課題

となっています。

 町営学習塾は、他地区への展開や、持続可能な

運営に向けた体制整備や人材確保が求められ

ます。

2-1
子ども・子育て支援の充実 ＜子育て支援・児童福祉＞ 

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「安心して子どもを産み育てられる環境が整って

いる」と回答する町民の割合
５２．３％ 57.0％ 町民意識調査 

②「園全体で子どもの教育・保育に取り組んでい

る」と回答する保護者の割合
97.47% 98.5% 

こども園保護者アンケー

ト 

③支援員が、要保護児童等、支援を必要とする家

庭を訪問した割合
100% 100% 

５年後の姿 

子ども・子育て支援環境が充実し、安心して子育て・子育ちが

できるまちとなっています。 

現状と課題 

指標 
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（１）子育て支援の充実

小山町こども家庭センターを充実させ、誰もが安心して妊娠・出産・子育てができるように、関係する機

関が連携し、母子保健と児童福祉の一体的かつ切れ目のない相談・支援（サポート）を推進します。 

（２）子育て環境の整備

小山町第３期子ども・子育て支援事業計画に基づき、安心して子どもを産み育てることができ、発達段

階に応じた子どもの成長を支える環境を作るため、ソフトとハードの両面から整備します。 

（３）支援が必要な子どもや家庭への支援の充実

虐待や困窮家庭、また、療育が必要な子どもへの支援を充実します。複雑に絡み合う課題に対し、専門

的な知識を持つ担当による寄り添い活動を実施し、問題の解決に繋げます。 

●関係機関との連携のもと、ライフステージに応じた多種多様な母子保健事業を推進します。

●子育てコンシェルジュ※を設置し、子育てに対する相談及び情報提供に努めます。

●乳児・未就園児の保護者の交流及び情報提供の場である子育て支援センター「きんたろうひろ

ば」の周知に努め、利用拡大を図ります。

●各種補助金・交付金・助成金等の支給継続及び充実を図ります。

実施する主な事業 

●すべての放課後児童クラブにWi-Fi設備を設置し、児童の学習意欲を育みます。

●保育教諭の資質向上を目的とした講演会及び各種研修に積極的に参加します。

●こども誰でも通園制度の導入により、子どもの育ちと子育て家庭を支援し、子どもの良質な成育

環境を整えます。

●須走地区設置の町営学習塾の充実と他地区への展開を検討します。

実施する主な事業 

●町に家庭児童相談員を引き続き配置し、家庭や子どもに寄り添います。

●就園支援委員会や要保護児童対策地域協議会にて、ケースに対し専門家に意見を求め対応します。

●児童相談所と連携し、早期に要保護児童等、支援が必要な子ども及び保護者に対応します。

●子育て短期支援事業（里親制度）を実施し、支援が必要な子への体制を強化します。

実施する主な事業 

施策の方向性 

小山町第3期子ども・子育て支援事業計画/小山町教育振興基本計画 

関連する主な計画 

■施策２-２ 地域共生社会の実現に向けた取組「（１）属性を問わない包括的支援体制の構築」

関連する施策 
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 ひとり暮らし高齢者の孤独死、高齢者・障がい

者・子どもに対する虐待、自殺、ヤングケアラー、

ダブルケア、８０５０問題、経済的困窮など、町民

が暮らしていくうえでの課題は、様々な分野が

絡み合って複合化・複雑化しています。 

 国では住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地

域を共に創っていく「地域共生社会」に向けた体

制整備を進めています。本町でも、地域共生社

会の実現に向け、包括的支援体制を強化するた

め、重層的支援体制整備事業※を推進し、関係

課や関係機関と協力しながら、解決に繋げてい

ます。 

 地域福祉活動の担い手や団体が高齢化、固定

化されており、人材不足となっています。 

 

 地域や家族のつながりの希薄化に伴い孤立し

ている高齢者や、悩みを相談できる方がいない

方など、支え合いの環境や相談の場の充実が求

められています。 

 制度の狭間や必要な福祉サービスに繋がって

いない方の早期発見や対応のため、行政及び

関係機関のさらなる連携や協働が不可欠です。 

 地域福祉活動の担い手や介護人材の不足解消

のため、新たな人材発掘・育成が課題であると

ともに、重層的支援体制整備事業等を通じ、地

域の鍵となる方たちの活動意欲の底上げが必

要です。 

 認知症や障がいのある方の財産や権利を擁護

する体制の充実や、さらなる制度の周知が重要

です。 

2-２ 
地域共生社会の実現に向けた取組 ＜地域福祉・障害福祉・高齢福祉＞ 

    

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「高齢者が自立していきいきと暮らしている」と回

答する町民の割合 
44.3％ ４５.0％ 町民意識調査 

②「町民が地域で互いに支え合って暮らしている」

と回答する町民の割合 
50.6％ 55.0％ 町民意識調査 

③要介護２以上と認定される高齢者の割合 8.3％ 8.0％  

④認知症サポーター養成人数 3,755人 4,600人 累計 

⑤地域生活課題に関する相談件数 94件 200件 

個人・地域の様々な困り

ごとの件数（重層的支援

体制整備事業） 

⑥障害福祉サービス利用者数 2,100人 2,500人 延べ人数 

 

５年後の姿 

町・地域・町民が互いに支え合い、つながりの中で、誰もが地

域で安心して暮らせるまちとなっています。 

現状と課題 

指標 
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（１）属性を問わない包括的支援体制の構築 

支援ニーズの多様化・複雑化を踏まえ、重層的支援体制整備事業を活用し、障がい、高齢、子どもなど

制度や分野を超えた様々な視点から、多機関の協働による包括的支援体制の構築を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域福祉の充実 

地域福祉計画に基づき、住民が安心して生活できる環境を整えるとともに、包括的かつ継続的な支援

の構築を推進し、安心して暮らせる地域社会をつくります。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）障がい者福祉の充実 

障害者計画に基づき、障がいのある方に対する誤解や偏見を取り除き、障がいに関する正しい知識の

理解と普及を推進します。また、障がい者が日常生活における悩みや不安を気軽に相談でき、適切な助

言を得られるよう、相談支援体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●高齢、子ども、障がいのある方や生活困窮者など、属性を問わない相談支援体制を構築します。 

●地域の社会資源等を活用し、社会参加に向けた支援を行います。 

●世代や属性を超えて住民同士が交流できる居場所などの地域づくりの支援を行います。 

●支援ニーズを抱えながらも、支援が届いていない方を把握する体制を構築します。 

●多様化・複雑化した課題を支援するため、関係機関と連携できる体制を構築します。 

実施する主な事業 

●福祉の心を育て、ボランティア等の住民参加の活動を支援する体制の構築を行います。 

●社会福祉協議会と協働し、生活困窮、ひきこもり等の困りごとを相談し、解決できる体制を構築し

ます。 

●地域福祉を支える関係団体等への支援や、ネットワークづくりに取り組みます。 

実施する主な事業 

施策の方向性 

●福祉講演会等を通じた啓発活動を推進します。 

●障がいのある児童への切れ目のない支援体制を構築します。 

●ユニバーサルデザインのまちづくりなど、生活環境の整備を行います。 

●障がいの種類や生活状況に応じた福祉サービスの充実を図ります。 

●早期の健康教育・健康相談を通じ、障がいや発達に課題のある児童の支援に努めます。 

●障がいのある方が地域で安心して生活できるよう、一般就労や福祉的就労の支援を行います。 

実施する主な事業 
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第２章 健康で笑顔あふれるまち 【 子育て・福祉・健康 】 

（４）高齢者福祉の充実 

健診等データに基づいた保健事業と介護予防事業を一体的・包括的に推進し、介護予防や重症化防

止に取り組むとともに、生涯を通じた日常的な健康づくりを促進します。合わせて、医療や介護が必要と

なった場合には、必要なサービスが提供できる体制を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●保健事業と介護予防事業を一体的に実施し、重症化防止やフレイル予防を図ります。 

●高齢者の社会参加を促進します。 

●認知症高齢者等への支援の充実を図ります。 

●地域共生社会の実現に向けた相談体制の充実を図ります。 

実施する主な事業 

 

小山町第5次地域福祉計画及び小山町社会福祉協議会第6次地域福祉活動計画/第６次小山町障害
者計画、第７期小山町障害福祉計画及び第３期小山町障害児福祉計画/小山町高齢者保健福祉計画
及び第９期介護保険事業計画 

関連する主な計画 

 

■施策1-3 交通事故・犯罪のないまちづくり「（１）地域連携による安全・安心の確保」 
■施策2-1 子ども・子育て支援の充実「（３）支援が必要な子どもや家庭への支援の充実」 
■施策2-4 人権・多様性の尊重「（１）人権・多様性の尊重」 
■施策7-3 町民参画・協働によるまちづくり「（２）町民が参画しやすい協働のまちづくり」 

関連する施策 
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 本町では「日本一健康文化都市・おやま」を目指

し、令和７(2025)年９月に「小山町健康寿命を

延ばそう条例」を施行しました。 

 静岡県の健康寿命は男性・女性ともに全国１位

となっていますが、本町においては、女性は上

位・男性は下位という傾向にあります。 

 本町の医療・介護の状況を統計的に見ると、高

血圧症、脂質異常症、糖尿病の人が県平均に比

べて有意に多く、それら疾病に起因する脳血管

疾患や心疾患により死亡する人や、重度の要介

護状態となり病院や介護施設に入院・入所する

人が多くなっています。 

 須走地区では、病院の移転や機能縮小で医療

機関がなくなったことに伴い、公設民営の診療

所等の誘致を進めています。 

 

 

 

 町民が長期間にわたり心身ともに自立して活動

的に暮らせるよう、生涯を通じた健康づくりを推

進する必要があります。 

 医療・介護が必要な状態になった際に必要なサ

ービスが適切に提供される仕組みづくりが求め

られています。 

 がん検診や特定健診の受診率向上に引き続き

取り組むことが求められており、勧奨手法に関

しても検討が必要です。 

 医療従事者の確保や、町有診療所の医療機器

更新など、医療提供体制の継続が課題となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状と課題 

2-３ 
保健・医療の充実 ＜保健・医療＞ 

      

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「町民が主体的に健康づくりに取り組んでいる」と

回答する町民の割合 
42.7％ 45.0％ 町民意識調査 

②「必要な時に、適切な医療が受けられる」と回答す

る町民の割合 
42.1％ 50.0％ 町民意識調査 

③特定健康診査の受診率 49.5% 52.5％  

④健康寿命（お達者年齢） 

男：79.1歳 

女：85.1歳 

（R4） 

男：80.1歳 

女：85.1歳 

（R10） 

お達者年齢：静岡県が

独自の定義で算出した

各市町の健康寿命 

 

５年後の姿 

町民の生涯を通じた健康づくりが進み、健康寿命が延びる元

気なまちとなっています。 

現状と課題 

指標 
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（１）生涯を通じての健康づくり 

小山町健康寿命を延ばそう条例の目的及び基本理念に基づき、全ての町民のライフステージに応じた

健康寿命の延伸に関する施策の推進により、日本一健康文化都市・おやまを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医療体制の充実 

関係機関等と連携し、町民の誰もが安心できる地域医療体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）感染症などへの対応による健康危機管理対策の強化 

新型インフルエンザ等病原性の高い感染症が蔓延した場合に備え、町民の生命や生活を守るための体

制を整えるとともに、新型感染症等予防のための啓発や対策、各種予防接種の適正実施を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●町民の健康寿命延伸や健康づくりへの意識高揚のための各種「教室」「講座」「相談」事業や、健康

インセンティブ事業※、クアオルト健康ウオーキング等を推進します。 

●各種がん検診等生活習慣病予防事業を展開します。 

●町民の「からだ」と「こころ」の健康を守るための歯・口腔、食育、自殺対策事業を推進します。 

●健康福祉会館の適正管理により、健康づくりの場として誰もが使いやすい環境を維持します。 

実施する主な事業 

●小学校区ごとの医療機関の継続確保と、地域医療の存続に欠かせない人材育成支援を継続して

推進します。 

●御殿場市医師会等関係機関との連携により一次救急及び二次救急医療体制等の継続的な確保

を維持するとともに、駿東田方圏域における三次救急医療体制の充実を図ります。 

●駿東歯科医師会と連携し、休日等歯科診療業務を今後も継続して推進します。 

●町内の総合病院及び御殿場市内の産婦人科病院への運営支援を継続します。 

●町内各施設・コンビニ等へのＡＥＤ設置推進により、安全･安心な暮らしの環境整備に努めます。 

実施する主な事業 

●緊急時の対策本部体制の確立や業務継続計画の随時見直しを行います。 

●平時より、必要に応じた医療資材の調達及び備蓄を徹底します。 

●各種予防接種を適正に実施するとともに、個に応じた信頼性の高い情報提供を行います。 

実施する主な事業 

施策の方向性 

 

第4次小山町保健計画/健康で長生きするためのアクションプラン/小山町国民健康保険保健事業実
施計画（第３期データヘルス計画）（第４期特定健康診査等実施計画）/小山町新型インフルエンザ等
対策（行動計画・業務継続計画・マニュアル） 

関連する主な計画 

 

■施策１-１ 防災・危機管理体制の強化「（１）防災体制・危機管理体制の充実」 
■施策3-4 スポーツ・レクリエーション活動の振興「（１）運動やスポーツを通じた健康の保持増進」 
 

関連する施策 
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 年齢、性別、国籍、宗教、障がいの有無などによ

る差別に加え、近年では、性的指向・性自認へ

の偏見や差別、インターネットなどによる人権侵

害など、多様な人権問題が発生しています。

 本町では、町民の個性や能力、多様性を認め合

う社会を目指し、令和７(2025)年３月に「小山

町ダイバーシティ推進宣言」を行いました。

 男女共同参画社会や女性活躍推進に向け、講

演会を実施し、意識啓発に努めているほか、女

性管理職登用や審議会委員任命、男性の家事

や育児参画などを庁内から推進しています。

 

 急激に変化する社会背景を踏まえ、新たに生じ

る人権問題についても課題を認識し、対応して

いく必要があります。

 ダイバーシティ社会の実現に向け、町民への意

識啓発が重要となります。

 庁内だけでなく、事業者や地域団体などと連携

しながら、ダイバーシティを推進していく必要が

あります。

2-4
人権・多様性の尊重 ＜人権・多様性・男女共同参画＞ 

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「人権が尊重され、差別のないまちである」と

回答する町民の割合
54.0％ 60.0％ 町民意識調査 

②「普段の生活の中で、男女が平等である」と回

答する町民の割合
48.1％ 53.0％ 町民意識調査 

③ジェンダー、ＬＧＢＴという用語の周知度 87.7％ 90.0％ 町民意識調査 

④審議会委員に占める女性の割合 45％ 50％ 

５年後の姿 

誰もが自分らしく生き、個性や強みを発揮しながら、ともに支

え合えるまちとなっています。 

現状と課題 

指標 
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（１）人権・多様性の尊重 

地域、家庭、学校、職場など様々な場において人権教育及び啓発活動を推進し、互いの人権を尊重し

多様性を認め合う差別のない地域社会の実現を目指します。また、罪を犯した人などが社会から取り残さ

れることなく、地域社会の一員として活躍できるよう再犯防止の取組を促進します。 

 

 

 

 

 

 

（２）男女共同参画の推進 

第５次小山町男女共同参画社会づくり行動計画に基づき、男女の固定的な役割の意識改革を図るとと

もに、個々に応じた適切なワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を整えられる職場・社会環境づくり

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●こども園や学校等で人権教室の開催や、イベント等での人権啓発を行います。 

●いじめや差別等の人権問題に関する相談支援体制を構築します。 

●「社会を明るくする運動」を始めとした再犯防止活動に関する啓発活動を推進します。 

実施する主な事業 

●広報・意識啓発活動などにより男女共同参画に関する理解と意識の高揚を図ります。 

●誰もが能力を発揮できる就業環境づくりと働き方の改革を進めます。 

●女性が安心して活躍できる環境の整備に努めます。 

実施する主な事業 

施策の方向性 

 

第５次小山町男女共同参画社会づくり行動計画/小山町特定事業主行動計画（第２次）/小山町第5
次地域福祉計画及び小山町社会福祉協議会第6次地域福祉活動計画 

関連する主な計画 

 

■施策2-2 地域共生社会の実現に向けた取組「（１）属性を問わない包括的支援体制の構築 
「（２）地域福祉の充実」 

 
 

関連する施策 
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 県は、「静岡県教育大綱」において、予測困難な

時代において、自ら課題を的確にとらえて解決

につなげる能力を持ち、未来を切り拓くことので

きる人材の育成が重要としています。 

 本町では、町教育委員会グランドデザイン（教育

方針）に沿って学校ごとの目指す学校像や育成

したい児童・生徒像を描き、組織的に学校教育

に取り組んでいます。 

 特に、教師力の向上、教育ニーズへの対応、地

域住民との連携、読書活動の推進、グローバル

人材の育成、ＩＣＴ活用といった時代に即応した

教育を進めています。 

 また、子どもたちが安心して学べる場を作るた

め、体育館への空調設備設置等の施設整備や

健康管理などを推進しています。 

 本町では児童・生徒数が減少する学校の存続

や、特色ある学校教育の推進のため、地域と連

携して町内小・中学校の一貫校化を進めていま

す。 

 主体性を育む人材育成を進めるとともに、公

正・公平な教育の提供に向けて、事業を推進し

ていく必要があります。 

 「個別最適な学び」と「協同的な学び」を一体的

に推進し、必要な資質・能力を育成するために

教育ＤＸの推進が求められます。 

 外国語・英語教育の推進に伴いＡＬＴの増員を

図り、異文化理解や国際感覚の醸成やコミュニ

ケーション重視の授業を充実させ、ますます進

むグローバル化に対応できる人材育成が求め

られます。 

 小・中学校の在り方においては、学校運営協議

会を中心に地域との連携を強化して小・中一貫

校化を推進し、「地域の核となる学校」づくりを

目指す必要があります。併せて、０歳から１８歳

まで誰一人取り残さない学びを補償する教育

環境整備が求められます。 

3-1 
学校教育の充実 ＜学校教育＞ 

     

 ５年後に目指す姿 

急激に変化する時代のなかで、児童・生徒の主体性が育まれ

ているまちとなっています。 

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「主体的に学ぶ教育が行われている」と回答する

保護者の割合 
70％ 80％ 学校評価アンケート 

②「子どもの教育について学校・家庭・地域の連携

が取れている」と回答する町民の割合 
44.5％ ５0.0％ 町民意識調査 

③「次世代を担う子供たちが健やかに成長してい

る」と回答する町民の割合 
56.0％ 60.0％ 町民意識調査 

④「学校が楽しい」と回答する児童・生徒の割合 95％ 97％ 学校評価アンケート 

 

５年後の姿 

児童・生徒の主体性が育まれているまちとなっています。 

現状と課題 

指標 
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（１）確かな学力を身につける教育の推進 

児童・生徒一人ひとりが主体的に学べる授業の実現を目指します。そのために、基礎・基本となる知識

や技能の確実な習得や定着を土台とし、思考力・判断力・表現力の向上を図るとともに、協働的・探究的

な学習の推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）豊かな心と健やかな体を育む教育の推進 

人権感覚を育み、絆を深める学校づくりを推進します。知・徳・体の調和を重視し、学校生活全体を通

じて望ましい生活習慣を身につけ、健康で思いやりのある児童・生徒の育成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）信頼のある安心できる学びの場の環境整備 

児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、学校施設の維持管理を行います。防犯・防災・安全の確

保に加え、少子化・人口減少社会に対応した、豊かな学びの場の提供を目指した環境整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

●町単独講師、各種支援員の配置により、個別指導・支援を通して確かな学力を身につけます。 

●授業アドバイザーを配置し、教師の資質向上、授業力の向上を図ります。 

●英語力とコミュニケーション力向上のために、ALTの配置や語学留学の充実を図ります。 

●AIドリル、デジタル教科書等のICT技術で、ロケーションフリーな学習環境を整備します。 

実施する主な事業 

●あいさつを奨励し、人と地域のつながりを大切にした、コミュニケーション能力向上を図ります。 

●道徳や人権教育により、「命の大切さ」「思いやり」など心の教育の充実を図ります。 

●学校給食を通じて、健康な身体づくり、地場産品の理解を深めるなど、食育の推進を図ります。 

●朝運動や放課後活動を継続することにより、規則正しい生活、体力向上を図ります。 

●学校間の交流事業を通して、挑戦と体験から学ぶ活動を推進します。 

 

実施する主な事業 

●老朽化した建物の計画的な修繕等により施設の長寿命化を図ります。 

●設備の安全点検の徹底により事故防止を図ります。 

●防犯カメラ等の防犯対策や設備等の更新により、安心して学べる環境整備を図ります。 

●町内小中学校の小中一貫校化を進め、小中学校が連携した一貫教育を推進します。 

実施する主な事業 

施策の方向性 
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（４）学校・園・家庭・地域連携の推進 

「地域と共にある学校」の理念のもと、コミュニティスクール（CS）※の充実を図ります。また、地域の特

色を生かした教育活動を推進するとともに、家庭との連携を強化し、子ども一人ひとりを大切にする教育

を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●CSディレクター※を配置し、学校運営協議会の充実を図ります。 

●生涯学習の観点から部活動の地域連携、地域クラブへの展開を図ります。 

●就学援助を継続し、誰もが同じように学校教育が受けられるよう支援していきます。 

●地域の教材を活用した授業や体験活動の充実を図ります。 

実施する主な事業 

 

第２次小山町教育大綱/小山町教育振興基本計画/第３次小山町子ども読書活動推進計画 
第3期小山町子ども・子育て支援事業計画 
 

関連する主な計画 

 
 
■施策3-2 心豊かな生涯学習の推進「（１）生涯学習機会の提供」「（４）家庭・地域社会における青少

年の育成」 
■施策3-4 スポーツ・レクリエーション活動の振興「（３）スポーツ活動を楽しむ環境づくり」 
■施策3-5 地域間交流・国際交流の推進「（２）姉妹都市等の国際交流の推進」 
 
 

関連する施策 
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 人生１００年時代を迎え、精神的な豊かさから幸

福や生きがいを捉える「ウェルビーイング」が注

目されています。また、社会人のリカレント教育

も注目されています。 

 本町ではこれまで心豊かな生涯学習の推進に

より、学習機会の提供や図書館サービス機能の

充実、学校応援ボランティアの育成に取り組ん

できました。 

 コロナ禍で中断した町民文化祭や生涯学習フェ

スティバルなどの各種イベント・講座が再開しつ

つあり、読書や趣味教室の活動は活性化してい

ます。また、中学生ボランティアの活動も活発に

なっています。 

 学校支援活動等コーディネーターを設置し、地

域で学校を応援する体制が強化されました。 

 

 人生のライフサイクルの様々な段階で常に自発

的に学ぶ姿勢が求められつつあります。 

 生涯学習の中心的な機能を果たす図書館の利

用を促進する必要があります。 

 より多くの町民が各種イベント・講座などに関わ

り生涯学習の機会が得られるよう環境整備を行

うとともに、広報手段の工夫やきっかけづくりに

取り組む必要があります。 

 ボランティア活動は、地域社会とのつながりを増

やし、学ぶきっかけとなるため、ボランティア登

録を促していく必要があります。 

 子どもたちの学習を地域で支えるための人材育

成を行う必要があります。 

3-２ 
心豊かな生涯学習の推進 ＜生涯学習・青少年育成＞ 

   

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「生涯学習活動の機会や場が充実している」と回

答する町民の割合 
44.3％ 50.0％ 町民意識調査 

②全中学生数に占めるボランティア登録数の割合 68.7% 70%  

③学校応援ボランティア参加人数 1,141人 1,200人 累計 

④図書館の利用者数 23,135人 24,500人 年間利用者数 

 

生涯学習の機会や場が充実し、地域住民が学びを通じて心豊

かに活動できるまちとなっています。 

現状と課題 

指標 

５年後の姿 
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（１）生涯学習機会の提供 

日常生活において、町民が多様な生涯学習活動に「触れる」機会の創出に取り組みます。また、誰もが

気軽に成果を発表、発信できるような機会を創出し、文化芸術への間口と視野を広げます。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）生涯学習環境の充実 

学びの場である生涯学習施設の効果的な修繕や整備を進めるとともに、多種多様な学習の場として生

涯学習施設の活用を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）図書館サービス機能の充実 

図書館の資料やサービスを充実させるとともに、安心で快適な利用環境の維持に努めることで、町民

が落ち着いて主体的な学びを得られる場を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

●指定管理者と連携し、各種教室・講座、講演会、体験学習の充実など学習機会の提供を促進します。 

●生涯学習関連団体の連携を推進するとともに、町民文化祭、生涯学習フェスティバルなど、様々な

場を活用した学習成果発表の場を充実します。 

●総合文化会館に学びの場としての機能の充実を推進します。 

実施する主な事業 

●生涯学習活動の拠点として効果的に機能するように、施設の整備や計画的な修繕など環境整備

を行います。 

●誰もが気軽に利用できる施設を目指し、わかりやすい予約システムや施設情報の発信に努めます。 

実施する主な事業 

●小山町子ども読書活動推進計画に基づいた事業を推進します。 

●利用しやすく、地域や町民に役に立つ図書館づくりを推進します。 

●小山町史、小山町史資料所在目録などの歴史資料の有効活用と地域資料の充実を図ります。 

●ブックスタート※やセカンドブック※事業など、幼少期から読書に触れ合う機会の提供及び充実

を図り、読書人口の拡大に努めます。 

実施する主な事業 

施策の方向性 
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（４）家庭・地域社会における青少年の育成 

青少年の積極的な社会参加の促進と社会性やコミュニケーション能力の向上、郷土への愛着の定着を

図るため、様々な世代が交流・協力し、家庭・学校・地域が連携して青少年を支え・育む取組を促進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●年齢、世代、地域を超えた交流を促進し、青少年がその中で成長する機会を提供します。 

●生涯学習施設を青少年が利用しやすく、学びを得られる環境にします。 

●学校応援ボランティアや地域学校協働推進員等を通じて、青少年と関わる町民や団体等の教育

力の向上を図ります。 

●中学生のボランティア活動を促し、青少年の社会参加と多世代交流の活性化を図ります。 

 

実施する主な事業 

 

■３－１ 学校教育の充実 「（４）学校園・家庭・地域連携の推進」 
 

関連する施策 

 

小山町教育振興基本計画/小山町文化芸術振興基本計画/第３次小山町子ども読書活動推進計画 
 

関連する主な計画 
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 地域の文化芸術を観光などの経済活動に活用

する動きが、全国各地で広がりつつあります。 

 本町では、令和４(2022)年度に「小山町文化

芸術振興基本計画」を策定し、町の風土と歴史

が育んだ伝統や文化に誇りを持ちながら、日々

の暮らしの中で文化芸術に親しみ、心豊かな品

格ある人生を送ることができるまちを目指して

います。 

 コロナ禍を経て、デジタルコンテンツが普及し、

文化芸術に触れる機会の多様化が起こってい

ます。そうした中、本町では、コロナ禍で活動を

制限していた町内の文化芸術団体の活動が完

全には回復していません。 

 文化財の保存と活用においては、令和５

(2023)年度に「小山町文化財保存活用地域計

画」を策定し、優先順位を定め適切に事業を推

進しています。 

 町民が気軽に文化芸術に親しめる環境を作り

出すことが必要です。 

 小山町の文化芸術を担う小山町文化連盟や構

成する町内の文化芸術団体が主体となり町の

文化芸術を発展させるための自走支援が必要

です。 

 文化財の保存と活用のため、文化財専門職員

や文化財ボランティアなどの人材確保とその資

質向上が課題です。 

 今後は、文化財の保存だけでなく、観光資源な

どへの活用に向けた取組が重要です。 

3-３ 
文化芸術活動・歴史文化の振興 ＜文化芸術・歴史文化＞ 

   

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「町民が伝統文化や郷土を大切にしている」と回

答する町民の割合 
54.2％ 60.0％ 町民意識調査 

②「音楽や美術、伝統芸能など、文化芸術にふれる機会

が身近にある」と感じる町民の割合 
32.8％ 40.0％ 町民意識調査 

③文化施設の利用者数 85,699人 90,000人 
総合文化会館、図書館

利用者 

④文化財講座の参加者数 102人 120人 
ふるさと発見講座、町民

講座等参加者 

 

５年後の姿 

文化芸術活動が充実し、町に受け継がれる文化財や伝統芸能

に触れる機会が広がる中で、町民の郷土への誇り・愛着が育

まれているまちとなっています。 

現状と課題 

指標 
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（１）文化芸術を担う人材づくり 

次代を担う子どもたちが、成長過程において豊かな感性や創造性、人間性を育むために、文化芸術に

触れる機会を創出するとともに、文化芸術活動を行う人口の増加や後継者の育成を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）文化芸術を身近に感じるまちづくり 

既存活動団体の体制強化や支援を行うとともに、歴史文化資源や公共施設等を有効活用することで、

身近なところで文化芸術を体験することができる環境をつくり、文化芸術活動の振興を図ります。 

 

 

 

 

 

 

（３）歴史文化資源の保存・活用 

町の貴重な歴史文化資源を適切に保存・活用を図ることで、町の歴史や文化が持つ有形無形の価値を

後世に継承するとともに、観光資源として活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●文化連盟をはじめとする活動団体の支援、連携を推進します。 

●町内外の地域や団体等との交流を促進し、町の文化芸術活動の振興を図ります。 

●町内の文化施設、歴史的施設等を有効活用し、文化芸術に触れる機会の充実を図ります。 

 

実施する主な事業 

●富士紡績に関する文化財の周知や活用に努め、観光資源やロケ地としての活用を図ります。 

●世界遺産富士山をはじめ、富士講などの山岳信仰、街道文化に関する資源を活用し、新たな観光

事業を展開します。 

●新たな文化財の掘り起こしを行うとともに、文化財の保護と継承、活用を推進します。 

●郷土の歴史や伝統文化の情報を収集、発信するとともに、人材のネットワークを構築します。 

実施する主な事業 

●活動団体等への支援や顕彰を行い、町民が文化や芸術を発表する機会を充実させます。 

●子どもや若者を中心に気軽に文化や芸術を鑑賞し、親しむことのできる機会を設けます。 

●各種教室や講座の開催、成果発表の機会を提供し、文化教育や生きがいづくりに取り組みます。 

●町内の文化財や歴史などを共有し、文化の継承と新たな担い手を育成します。 

実施する主な事業 

施策の方向性 

 

小山町文化芸術振興基本計画/小山町文化財保存活用地域計画 
 

関連する主な計画 

 

■施策4-2 地域資源を活用した観光交流の振興「（２）元気にぎわい観光プログラムの推進」 
 
 

関連する施策 
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第３章 文化の薫るまち 【 教育・文化・スポーツ 】 

 

 近年、余暇活動の一環としてスポーツを楽しむ

人が増えてきており、日常生活の中のスポーツ

の果たす役割はとても大きくなってきています。

 また、健康の保持増進や社交の場として、いつ

でも・どこでも・だれでも親しめる「生涯スポー

ツ」への注目も高まっています。

 こうした流れや、国の「第３期スポーツ基本計

画」や「静岡県スポーツ推進計画」とも連動し、

本町では、健康寿命延伸に向けた健康増進、子

どもたちの体力向上などのスポーツを通じた地

域活性化に取り組んでいます。 

 本町では、誰もがスポーツを楽しめる街を目指

し、モルックなどの軽スポーツを中心とするレク

リエーションスポーツの普及に取り組んできまし

た。

 仕事や家事で忙しい方々に対しても、スポーツを

観る機会、実践できる環境、交流する機会など気

軽にスポーツを楽しめる環境を整備し、町民が主

体的に健康づくりに取り組めるようにすることが

求められています。

 また、スポーツ活動を支えていくためには、指導

者の発掘や研修機会の拡充、選手育成のための

支援が課題となっています。

 軽スポーツをはじめ、身近でスポーツ活動を行う

にあたり、町内の様々な地域で町民がスポーツを

行える環境を提供することが求められています。

3-４
スポーツ・レクリエーション活動の振興 ＜スポーツ・レクリエーション＞

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「町民が気軽にスポーツを楽しめる環境が整って

いる」と回答する町民の割合
36.9％ 40.0％ 町民意識調査 

②「町民が主体的に健康づくりに取り組んでいる」と

回答する町民の割合
42.7％ 45.0％ 町民意識調査 

③スポーツ施設の利用者数 67,879人 71,500人 

総合体育館、小山球場、

多目的広場、弓道場、小

山道場、パークゴルフ場

等利用者 

５年後の姿 

町民が運動習慣を身に付け、心身ともに健康に暮らせるまち

となっています。 

現状と課題 

指標 
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（１）運動やスポーツを通じた健康の保持増進

運動やスポーツを通じて、すべての町民が「観る」「実践する」「交流する」機会を得て、健康や体力の維

持に取り組むことができるよう、町民のスポーツ活動を支援します。 

（２）スポーツ活動を支える活動づくり

スポーツ活動を支えたいと考える人材の育成やスポーツ推進委員の活動を支援し、支える活動の活性

化と人材づくりを推進します。 

（３）スポーツ活動を楽しむ環境づくり

町スポーツ協会と協働し、国内外でのスポーツ交流やトップアスリートとの交流機会を拡充することで、

選手・団体の育成支援を図ります。また、スポーツ施設の整備・改修等を進め、町民が主体的に楽しみな

がら健康づくりに取り組む環境を整備します。 

●スポーツ交流の充実を図るため、すべての町民がスポーツに参加したり、観戦する機会を提供します。

●町スポーツ協会やスポーツ少年団等各種団体と連携し、スポーツ教室の充実を図ります。

●障がい者のスポーツイベントの充実や広域的スポーツ大会等への参加支援に取り組みます。

●高齢者を対象としたスポーツイベントや運動習慣に繋がる機会の充実に取り組みます。

実施する主な事業 

●指導者の発掘とともに研修機会を拡充させ、スポーツ活動の支援環境の充実を図ります。

●トップアスリート等による指導機会を充実させるとともに、優秀競技者への支援を行います。

●スポーツ推進委員の活動を積極的に情報発信し、支援活動の認知度向上や関心を高めます。

実施する主な事業 

●国内外でのスポーツ交流やトップアスリートとの交流を行い、選手や団体の育成を図ります。

●町スポーツ協会や各地区のスポーツ活動を支援し、スポーツ交流の機会の充実を図ります。

●町外スポーツ団体等の利用促進やスポーツツーリズムの促進により、交流人口拡大を図ります。

●小学校プールの集約化と通年水泳を楽しめる屋内温水プールの整備を行います。

●アーバンスポーツを楽しめる環境づくりを推進します。

実施する主な事業 

施策の方向性 

小山町スポーツ振興基本計画 
関連する主な計画 

■施策２-３ 保健・医療の充実「（１）生涯を通じての健康づくり」
■施策3-１ 学校教育の充実「（３）信頼のある安心できる学びの場の環境整備」
■施策４-２ 地域資源を活用した観光交流の振興「（２）元気にぎわい観光プログラムの推進」

関連する施策 
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第３章 文化の薫るまち 【 教育・文化・スポーツ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本町は、足柄峠笛まつりをはじめとする神奈川

県南足柄市との交流や、富士北麓地域及び富

士山を取り巻く市町村との連携により、地域力

を高めています。 

 また、姉妹町の岡山県勝央町、観光友好都市の

京都府福知山市や、協定を結ぶ茨城県北茨城

市、山形県上山市、茨城県境町、埼玉県三芳町

など多くの自治体と地域間交流を進めています。

 

 本町では国際交流員をカナダから招へいし、こ

ども園や小中学校で多文化体験講座を実施す

るなど、町内での異文化コミュニケーションを促

進しています。 

 本町は、観光資源に恵まれていることからイン

バウンドが増加傾向にあるほか、町内で働く外

国人労働者の増加にともない、外国人住民が急

増しています。 

 

 

 

 

 今後も多くの自治体とあらゆる分野における交

流を進めるとともに、町民レベルの交流を進め

ることが重要です。 

 年代や地域などを問わず多くの町民が地域間

交流や国際交流ができるように事業を展開する

必要があります。 

 町として、外国人のニーズを調査し、外国人住

民が安心して暮らし、まちづくりの一員となれる

よう支援を行っていく必要があります。 

 町民に対しては、外国人との交流の機会や親し

みを持つための場を増やし、町民の国際理解を

深めるきっかけをつくっていく必要があります。 

 特に、次世代を担う子どもたちには、国際交流

員やＡＬＴによる英語教育や異文化体験など、多

文化理解や国際感覚を培う機会を提供する必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-５ 
地域間交流・国際交流の推進 ＜地域間交流・国際交流・多文化共生＞ 

           

５年後の姿 

様々な分野で地域や国を超えた交流が進み、多様な人々が協

力しながら地域を支えるまちとなっています。 

現状と課題 

指標 

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「イベント等の異文化交流が活発に行われてい

る」と回答する町民の割合 
36.0％ 4０.0％ 町民意識調査 

②「小山町は安心して暮らすことができる」と回答す

る外国人労働者の割合 
% % 

町内外国人労働者アン

ケート調査 

②については 9 月現在調査中のため、１０月以降に記載します 
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（１）地域間交流の推進 

姉妹町や観光友好都市、連携協定を結ぶ自治体との交流により町民の視野を広げ、町民や団体間の

文化・観光交流や経済交流を促進します。また、遠隔地であることを活かし、有事の際にはお互いに援助

し合える関係づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

（２）姉妹都市等の国際交流の推進 

国際姉妹都市※、国際友好交流都市※とのつながりを活かし、教育や文化、経済などでの交流を進め

るとともに、町民や団体による国際交流活動を支援することで、町民の国際理解を深め、国際感覚豊かな

人材育成と地域の活性化につなげます。 

 

 

 

 

 

 

（３）国際理解・多文化共生の推進 

日本人・外国人の誰もが同様にサービスを享受し、安心して暮らせる環境を整備するとともに、地域イ

ベントでの交流などを通じて、国籍や言語、文化などの違いを相互に理解し合い、皆がまちづくりの一員と

して活躍できるまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●夏まつりなど諸行事での相互交流により顔の見える関係構築を継続します。 

●文化・スポーツや観光などの交流拡大のため、町民や団体、民間事業者間の交流を促進します。 

実施する主な事業 

●海外都市との学生相互交流や短期留学を進め、国際感覚を持つ人材づくりに取り組みます。 

●企業や団体間の交流を促進する環境づくりを進め、地域の活性化に結び付けます。 

実施する主な事業 

●国際交流員の配置により、異文化体験や多文化共生のまちづくりを進めます。 

●日本語講座や交流機会の創出により、外国人住民が安心して暮らせる環境づくりに努めます。 

●国際理解を深めるため異文化体験を提供する団体への活動支援を行います。 

実施する主な事業 

施策の方向性 

 

 
■施策2-4 人権・多様性の尊重「（１）人権・多様性の尊重」 
■施策3-1 学校教育の充実「（１）確かな学力を身につける教育の推進」 
■施策3-3 文化芸術活動・歴史文化の振興「（２）文化芸術を身近に感じるまちづくり」 
■施策4-2 地域資源を活用した観光交流の振興「（１）富士山交流観光プログラムの推進」 

関連する施策 

 
 
小山町教育振興基本計画/第２次小山町教育大綱 
 

関連する主な計画 
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第４章 活力あふれるまち 【 産業・経済 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都市部への人口流出や少子高齢化の進行に加

え、郊外型店舗の増加により、町内市場の縮小

や地元商業の担い手不足が深刻化しています。 

 こうした中、「三来拠点（みらいきょてん）事業」に

より、未来志向の公民連携による持続可能な地

域産業づくりが進められています。 

 湯船原地区工業団地では造成工事が完了し、

立地の優位性を活かした企業誘致の受け入れ

体制が整いました。 

 本町は４地域に商店街を含む市街地が形成さ

れてきました。近年ではその魅力や活力が失わ

れつつある中、小山町賑わい商業創出支援事

業を開始し、商工業の活性化を図っています。 

 後継者不足や人手不足により事業継続が困難

となることが予想されます。経営力向上や事業

承継支援を通じた体質強化が課題です。 

 三来拠点事業を通じた企業誘致により雇用を

創出し、誘致企業と地域との連携による地域経

済への波及効果の拡大が求められます。 

 地域商店街の活力が低下し、買い物の利便性

が失われつつあります。日常生活に必要な商業

機能を地域に確保する取組が求められていま

す。 

 地域経済の活性化には、新たな担い手による起

業の促進が不可欠です。チャレンジを後押しす

る体制づくりが求められます。 

4-1 
商工業の振興 ＜雇用創出・経済活動・商工業＞ 

      

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「小山町は企業誘致を活発に進めている」と回答

する町民の割合 
59.7％ ７０.0％ 町民意識調査 

②「買い物に不便がないと感じる」と回答する町民

の割合 
18.4％ 20.0％ 町民意識調査 

③三来拠点事業による雇用創出数（累計） ５５７件 １，１００件  

④町の融資制度利用件数(小口） 16件 20件  

⑤製造品出荷額等 
1,515億円 

（R4） 
1,700億円  

⑥小売業商品販売額 
7,600 

百万円（R3） 

9,000 

百万円 
 

 

中小企業・小規模企業の経営基盤の強化や三来拠点事業の推

進により雇用が生まれ、地域経済が活性化しているまちとな

っています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 
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（１）三来拠点事業の推進 

三つの未来として銘打ってスタートした三来拠点事業の三拠点、「湯船原地区」「小山 PA 周辺地区」

「足柄 SA 周辺地区」におけるそれぞれの計画を着実に推進し、小山町の明るい未来を切り開いていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）雇用の創出・確保 

地域資源や立地条件を活かした新たな雇用の創出と、多様な人材が働きやすい環境の整備を図ります。

特に、観光・農業・福祉など成長分野での雇用機会の創出と、若者や女性、高齢者等の就労支援を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）経営基盤の安定化・強化 

町内中小企業・小規模事業者が、社会情勢の変化や災害等に強い経営体質を築けるよう、経営支援・

資金支援・デジタル化対応など総合的な支援体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●完成した工業団地の優位性や補助金をPRし、企業誘致を促進します。 

●小山PA・足柄SA・須走周辺における観光交流施設の魅力創出により、観光交流人口増加を図り

ます。 

●県が進める産業団地創出への取組とともに、新たな産業団地を開拓します。 

実施する主な事業 

●町内中小企業・小規模事業者向けに経営相談・専門家派遣による個別支援を行います。 

●町内企業の事業継続計画（BCP）策定支援を実施します。 

●物価・燃料高騰対策のための支援金や制度融資を設定します。 

●DX導入・IT化推進に向けた補助・研修を実施します。 

 

実施する主な事業 

施策の方向性 

●観光・農業・福祉を重点分野とし、地域雇用創出推進事業を実施します。 

●移住・定住促進と連携した就職支援制度を整備します。 

●若者・女性向けの合同就職フェアや起業・就業セミナーを開催します。 

●地域の企業と連携したインターンシップや職場体験の拡充を行います。 

実施する主な事業 
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（４）地域産業の振興

小山町の地域特性やブランド資源（金太郎、富士山麓農産物など）を活用した産業振興を図ります。観

光、農商工連携、ローカルブランド強化など多角的な視点で、産業の魅力向上と販路拡大を推進します。 

また、商品開発や観光商品造成においては、６次産業化の一躍を担う加工・販売の複合拠点を整備す

るほか、事業者への支援や専門家の活用、情報発信などを通じて取組を後押しします。 

（５）起業・創業支援

町内での起業・創業を促進するため、起業しやすい環境づくりと支援制度の充実を図ります。新たな挑

戦を後押しする人材育成やネットワーク形成の支援により、地域に根差した持続可能な事業の創出を目

指します。 

●道の駅やふるさと納税返礼品を活用し、地元産品の販売を促進します。

●商業者と農業者の連携による商品開発を支援します。

●地域資源を活かした観光商品造成を支援します。

実施する主な事業 

●新規開業を希望する人へ創業セミナーや事業計画策定支援を実施します。

●創業拠点の確保のため空き店舗・空き家等の活用を支援します。

●創業支援補助金・融資制度を設定し、活用促進を行います。

実施する主な事業 

小山町中小企業・小規模企業振興基本計画/小山町障害者活躍推進計画/ふじのくにのフロンティア
を拓く取組/ファルマバレープロジェクト（富士山麓先端健康産業集積プロジェクト）

関連する主な計画 

■施策４-２ 地域資源を活用した観光交流の振興「（２）元気にぎわい観光プログラムの推進」
■施策４-３ 活力ある農業の振興と継承「（２）農村の振興と農業生産基盤の整備」

関連する施策 
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 本町は世界文化遺産・富士山の麓に位置し、富

士箱根トレイルをはじめとする豊かな自然資源

があり、多くの登山客・ハイカーに親しまれてい

ます。 

 コロナ禍によって一時落ち込んだ観光需要は、

回復傾向にあり、大規模イベント等が再開した

ほか、インバウンドの拡大等により、現在はコロ

ナ禍前と同じ水準にまで回復しています。 

 体験型・参加型の「コト消費」の旅行が重視され

る中、SNS を活用したロケ地の紹介やロケ地巡

りツアーなどを開催し、インバウンドを含め、多く

の来訪者が訪れるような取組を実施していま

す。 

 令和７（２０２５）年１月に（株）まちづくり公社おや

まを立ち上げ、観光事業を推進しています。また

（株）まちづくり公社おやまのＤＭＯ化を目指し、

登録準備を行っています。 

 自然資源のほかにも、富士山信仰や金太郎伝

説など、地域に根差した歴史・文化資源が多数

存在するものの、その活用や発信は限定的です

「小山町ならでは」の資源を活かした観光メニュ

ーの創出と、それらを効果的に情報発信する体

制づくりが課題です。 

 モータースポーツやゴルフなどのスポーツ観光

の可能性があるものの、これらを観光振興と結

びつける仕組みづくりが不十分であり、対応が

必要です。 

 観光地へのアクセス手段や観光案内・多言語対

応などのインフラが十分に整備されておらず、来

訪者の移動や情報取得の面で不便さを感じさ

せています。 

 

4-２ 
地域資源を活用した観光交流の振興 ＜観光交流＞ 

   

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「町が観光客でにぎわっている」と感じる町民の

割合 
13.7％ 20.0％ 町民意識調査 

②観光交流客数 ３４０万人 450万人  

③宿泊客数 235,841人 260,000人  

 

小山町ならではの観光サービスや機能が充実し、観光交流や

消費が広がる、にぎわいのあるまちとなっています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 
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（１）富士山交流観光プログラムの推進

富士山をはじめとする豊かな自然・歴史・文化資源を最大限に活かし、登山・自然体験・文化交流を融

合した多様な観光スタイルの創出を通じて、国内外からの交流人口・関係人口の拡大を図ります。 

観光振興計画と連動し、持続可能かつ質の高い観光地域づくりを推進することで、地域経済の活性化

と地域力の向上を図ります。 

（２）元気にぎわい観光プログラムの推進

町の象徴である「金太郎」をはじめとした特色ある観光資源の魅力を高めます。また、町内各地域に点

在する自然・歴史・文化・スポーツ資源などを活用するとともに、東京２０２０オリンピック・パラリンピックの

ロードレース開催地としてレガシー事業を推進し、多様な観光スタイルの創出と、体験や交流を通じた滞

在時間の延伸、交流人口・関係人口の拡大を図ります。さらに、観光拠点の整備・活用と、自衛隊等との

地域連携により、町全体の観光振興と地域活性化を図ります。

（３）観光インフラ整備プログラムの推進

小山町を訪れる観光客が安全で快適に過ごせるよう、観光情報の提供体制や交通基盤、案内機能を

整備・充実させるとともに、地域資源や人材、ブランドの活用により着地型観光を推進し、町全体の観光受

入体制の強化を図ります。また、インバウンド対応や広域連携も視野に入れた戦略的な観光インフラ整備

を進め、観光振興計画と連動した地域経済の活性化を図ります。 

施策の方向性 

●来訪者が求める情報を的確かつ統一的に情報発信できる体制を整備し、観光資源の魅力を効果

的に発信するプロモーションを展開します。

●地域ガイドや観光ボランティアを育成・活用します。

●翻訳ツール導入、キャッシュレス決済の推進などの観光インフラを整備します。

実施する主な事業 

●宿泊施設やスポーツ施設の充実を図り、スポーツ合宿の受け入れ環境を整備します。

●町内のサイクリングルート整備と休憩施設の充実などサイクリスト向けのサービスを拡大します。

●観光客への積極的な情報発信を行い、道の駅「ふじおやま」「すばしり」の利活用を促進します。

●金時山・足柄峠を中心とした登山コースやロケ地巡りなど小山町らしい観光資源を充実させます。

●観光地域づくり法人（地域DMO）※を設立し、観光・文化資源を活用した旅行商品等の企画・販

売を主導的に実施します。

実施する主な事業 

●須走口5合目を中心とした登山・自然体験プログラムの拡充を図り、周遊観光を促進します。

●富士山信仰や文化遺産を活用した巡拝の道づくりやストーリー性のある観光商品を開発します。

●富士山の眺望スポット整備や写真映えする観光資源の発掘を図ります。

●富士山の環境保全や美化活動を観光振興と連動させる仕組みづくりを促進します。

実施する主な事業 
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■施策３-３ 文化芸術活動・歴史文化の振興「（３）歴史文化資源の保存・活用」
■施策３-４ スポーツ・レクリエーション活動の振興「（３）スポーツ活動を楽しむ環境づくり」
■施策４-１ 商工業の振興 「（２）雇用の創出・確保」「（４）地域産業の振興」
■施策５-１ 恵まれた環境や水資源の保全「（１）富士山の保全」
■施策６-４ 活力ある土地利用の促進「（４）地域固有の景観の創出」

関連する施策 

小山町観光振興計画/小山町自転車活用推進計画 

関連する主な計画 
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 高齢化や後継者不足により農家数が年々減少

しており、地域農業の持続可能性に影響を及ぼ

しています。

 基盤整備事業の実施により、農業振興地域内の

農用地が増加しており、効率的な農業経営のた

めの環境が徐々に整いつつあります。

 大規模な施設園芸の本格的な稼働により、高糖

度トマトやリーフレタスなどを中心とした作物の

生産量が着実に増加しており、地域農業の活性

化に寄与しています。

 各地域で、地域農業の将来の在り方や必要な施

策について定めた地域計画※を策定しました。 

 農用地の鳥獣対策により農作物被害額は減少

したものの、依然として、被害による農作業負担

は大きなものとなっています。

 

 持続可能な農業の実現のためには、担い手の

育成や新規就農者の確保が不可欠であり、技

術支援や経営安定に向けた体制整備が求めら

れています。

 農業分野における環境政策の推進として、有機

農業など環境負荷低減への取組が求められて

います。

 主要作物である米の需要は高まっているものの、

本町は地形的な制約が多い中山間地域のため、

生産効率の向上には課題があり、農業現場を支

える多様な人材の育成やスマート農業技術の活

用、農地の再整備など持続可能な生産体制の

確立に向けた対策が求められています。

 地産地消の推進や地域住民による共同活動へ

の支援など農業集落の活力向上に向けた取組

が求められています。

 シカやイノシシなどによる農作物の被害は依然

大きく、被害軽減に向けた防護柵の整備や捕獲

活動の強化など地域ぐるみの対応が必要とされ

ています。

4-３
活力ある農業の振興と継承 ＜農業＞ 

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「普段から地元の農作物を食べようと心掛けて

いる」と回答する町民の割合
60.1％ 65.0％ 町民意識調査 

②環境への負荷を低減させる取組を行っている

人数
20人 ３０人 

環境保全型農業直接支払

制度※、有機栽培等に取り

組んでいる人数 

③農地維持活動に集落で取り組まれている農用

地面積の割合 

39% 

(171ha) 

41% 

(180ha) 

多面的機能支払制度及び

中山間地域等直接支払制

度の協定面積/農用地面積 

町民が農に関わり、地域農業が持続可能な形で営まれている

まちとなっています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 
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（１）農業の持続的な発展

地域計画や農業振興地域整備計画など関連計画等に基づき、持続可能な農業の実現に向けた担い手

の育成・確保や地域を下支えする多様な人材の活躍の促進、スマート技術の導入や環境負荷低減の取組

等を行い、活力ある農業・農村を次の世代へ継承します。 

（２）農村の振興と農業生産基盤の整備

地域計画など関連計画に基づき、地域の共同活動の支援や鳥獣被害対策を推進し、地域のコミュニテ

ィ機能の維持を図るとともに、農業生産基盤の整備や地産地消、消費者との交流、美しい農村景観の保

全など、活力ある農村づくりを進めます。 

●多面的機能支払制度や中山間地域等直接支払制度により地域の共同活動を支援します。

●地元農産物を介して、生産者と消費者が相互に支え合う関係構築を推進します。

●農業生産基盤の整備や土地改良施設の適切な維持管理を行います。

●地域ぐるみで鳥獣被害対策を推進します。

実施する主な事業 

施策の方向性 

地域計画/小山町農業振興地域整備計画/小山町鳥獣被害防止計画/小山町地域農業再生協議会水
田フル活用ビジョン/小山町農業委員会活動計画/有機農業実施計画 

関連する主な計画 

■施策５-１ 恵まれた環境や水資源の保全「（４）環境教育の推進」
■施策６-５ 良好な住環境の整備「（３）移住定住」
■施策７-3 町民参画・協働によるまちづくり「（１）持続可能な住民自治組織の確立」

関連する施策 

●地域の農業者が中心となり地域計画の実現に向けた取組を進めます。

●地域農業を支える農業経営体（担い手）の育成・確保を行うとともに、必要な支援を実施します。

●耐暑性品種の導入やスマート農業・直播※等の技術の検討、大規模施設園芸の支援を行い、魅力あ

る産業としての農業を目指します。

●有機農業の実践など環境への負荷の低減に向けた取組を進めます。

実施する主な事業 
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 外国産木材の流入による価格の低迷や森林所

有者の高齢化により、林業活動は全国的に縮小

傾向にあり、本町においても森林の荒廃が顕著

となっています。

 これまでの間伐主体の施業から、主伐・再造林

への転換を進めることで素材生産量の増加と若

齢林の創出を図り、林齢の平準化と収益改善に

取り組んでいます。合わせて、低コスト林業や早

生樹の試験施工も実施しています。

 森林資源の有効活用と林業経営の効率化を目

的として、高性能林業機械の導入支援や、林業

関連の加工施設整備に対する補助を行ってい

ます。

 森林経営管理事業を通じて、里山の整備を各

地域で進めており、林業が町民にとって身近な

ものとなり、森林との関わりが少しずつ深まるよ

うな取組を行っています。

 

 森林の適切な管理と持続可能な林業経営を支

えるためには、林業従事者の育成と安定的な確

保が喫緊の課題です。特に若手人材の参入促

進と定着支援が求められます。

 町内には充実した森林資源が存在するものの、

その適切な伐採・再造林のサイクルが十分に機

能しておらず、循環型林業への移行を図るため

の仕組みづくりが必要です。

 林業経営の基盤となる林道や作業道の多くが

老朽化し、資材搬出や森林施業の支障となって

います。計画的な更新・補修を通じた機能回復

が急務です。

 高性能林業機械の活用や ICT の導入による施

業の効率化を図るとともに、林業を持続的かつ

成長可能な産業として展開できるような取組が

求められています。

4-４
適切な森林整備を通じた林業の活性化 ＜林業＞ 

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「荒れた森林の伐採や植林により、森林が適切に

管理されている」と答える町民の割合
29.5％ 34.5％ 町民意識調査 

②年間間伐面積 44.58ha 60ha 森林経営計画※等実績 

③年間森林更新面積 2.38ha 4.0ha 森林経営計画等実績 

森林が適切に整備・活用され、林業が活発に営まれているま

ちとなっています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 
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（１）持続可能な森林の管理・経営推進

戦後造成された森林が利用期を迎え、成熟した森林資源の有効活用による木材の安定供給を図ること

で、公益性との調和を図りつつ持続的な森林の管理・経営を行います。 

（２）多面的機能発揮のための森林施策を通じた林業の成長産業化の推進

適切に管理された森林を創出することで、多面的機能を増進させるとともに、森林資源の循環利用によ

る林業の活性化に取り組みます。 

（３）森林整備の基盤となる路網整備の推進

林道や森林作業道の整備を行うことで、作業効率や生産性の向上と、森林管理に伴う労力の軽減を図

ります。 

●森林経営計画の普及・啓発を行い、計画に沿った木材生産を支援します。

●森林認証林の拡大を促進し、適切な森林整備を行います。

●主伐・再造林による林齢の平準化を行うとともに、早生樹の研究を行います。

●今後の森林資源管理を担う林業従事者の育成を行います。

実施する主な事業 

施策の方向性 

森林経営計画/小山町森林整備計画※/小山町有林の適正な森林整備によるCO₂吸収プロジェク
ト/小山町バイオマス産業都市構想/第２次小山町環境基本計画/2050年小山町ゼロカーボンシティ
実現に向けた脱炭素ロードマップ

関連する主な計画 

■１－１ 防災危機管理体制の強化 「（２）自然災害への対策」
■５－２ 地球温暖化対策の推進 「（４）エネルギーの地産地消」

関連する施策 

●林道の路面や法面の浸食などを補修し、車両通行のため林道の安全性を確保します。

●林道等の新設や改良工事を実施し、森林整備の推進を図ります。

●老朽化した林道や橋梁の改修を行い、林業における基盤施設の長寿命化を図ります。

実施する主な事業 

●荒廃した森林を計画的かつ適切に管理することで森林資源として活用することを支援します。

●公共施設の木質化など町産材の利用拡大により、木材ブランド『富士山-金時材』の普及に取り組

みます。

●林業ＤＸやICT等を活用し、効率的な森林整備と低コスト化に取り組みます。

●生産性の向上のための高性能林業機械の導入や増加する木材需要に対応するための林業関係施

設の整備を支援します。

実施する主な事業 
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第５章 富士山と共に生きるまち 【 環境 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町民意識調査において、「町内の自然環境が適

切に保全されている」と回答する町民は半数に

満たない状況にあり、町内の環境保全に取り組

んでいく必要があります。 

 近年は観光客の多様化が進んでおり、町の環

境を維持するため、観光施設等において町を訪

れる方への幅広い啓発活動が求められます。 

 本町は、富士山を構成する位置にあることの認

識を、町民、事業者ともに深め、自然環境の保

全、継承に努めていく必要があります。 

 土地利用の変化が激しい上野・湯船原地区にお

いて、開発された地区周辺の自然環境を保全し、

新たに生物多様性に優れた環境の創出を目指

し、調査及び環境省が令和５年度から推進して

いる「自然共生サイト」への登録を事業者へ促し、

生物多様性の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 近年、環境を取り巻く状況は世界規模で大きく

変化している一方、地球温暖化や気候変動な

どに対し社会的な関心が高まっており、ＳＤＧｓ

やＥＳＧ※といった取組が拡大しています。 

 本町は、世界文化遺産である富士山をはじめ

とする豊かな自然と、豊富な湧水や田園などを

有し、その恵みを受けています。 

 本町では令和６年度に「第２次小山町環境基本

計画」を策定し、目指す新たな環境像として「富

士山とともに生きる 豊かな水と緑にあふれる

持続可能なまち おやま」を掲げ、取組を進めて

います。 

 特に、近年では、富士山登山者へのマナー啓発

や、開発と環境の調和に向けた事業者への指

導などに取り組むほか、明倫地域まちづくり推

進協議会と協力し、ホタルの里づくりに取り組

み、清らかで豊かな水資源を身近に体験できる

環境の整備を推進しています。 

5-1 
恵まれた環境や水資源の保全 ＜富士山・環境保全・水資源＞ 

       

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「町内の自然環境が適切に保全されている」と回

答する町民の割合 
40.6％ 45.0％ 町民意識調査 

②「清らかで豊かな水資源が守られている」と回答

する町民の割合 
69.9％ 75.0％ 町民意識調査 

③環境基準の達成率 94.9％ 97.5％ 

光化学オキシダントを除

く河川等水質測定によ

る環境基準 

④環境学習に参加した累計人数 1,285人 7,000人 目標値は5年間の累計 

 

富士山をはじめとする豊かな環境と水の恵みを守り、享受で

きるまちとなっています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 
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（１）富士山の保全 

国・県・他登山口と連携し、登山者等のルールの徹底や富士山の自然を学ぶ機会の提供により、モラル

の向上を図り、富士山の自然環境等への環境負荷低減と富士山の保全を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）動植物の保護と共生 

町内に生息する貴重種や天然記念物等、生態系の保全や野生鳥獣との共生のため、生物情報を収集

し、自然環境に関する情報発信、意識啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）水資源や生活環境の保全 

適切な水質の管理と浄化を推進し、本町の豊富で清らかな水資源を保全するとともに、大気汚染、土

壌汚染、悪臭、騒音、振動等の公害の未然防止に取り組み、安全・安心な生活環境の保全を図ります。 

また、水資源や生活環境に関する情報の発信に努め、町民の水や環境に対する理解を深めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●登山ルール等の情報発信により、登山者等のモラル向上に取り組みます。 

●富士山マイカー規制を行い、富士山の自然環境への環境負荷を低減します。 

●富士山一斉清掃を行い、富士山の保全に取り組みます。 

実施する主な事業 

●小山町上野・湯船原地区生物多様性に優れたまちづくり計画に基づく調査を実施します。 

●自然共生サイトへの登録を推進することで、生態系の保全に取り組みます。 

●水生生物の調査を実施し、自然環境に関する情報発信、意識啓発を行います。 

●特定外来生物についての活動参加及び広報活動を行い、生態系の保全への理解を促進します。 

実施する主な事業 

●河川及び工業排水管等の定期的な水質検査と監視体制を整備するとともに、事業者に対して排

水基準の遵守を指導し、水質汚染を防ぎます。 

●小山町合併処理浄化槽設置奨励事業補助金により、生活排水の改善を推進します。 

●公害に対する苦情への対応（現地調査・原因究明・指導）を行うとともに、水資源の保全や節水、

公害未然防止に関する情報発信・意識啓発に取り組みます。 

実施する主な事業 

施策の方向性 
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（４）環境教育の推進 

自然とのふれあいや体験講座等を通じて町民が環境活動等に参加する機運を醸成するとともに、個

人・団体・事業者が協働して環境保全活動ができるような仕組みを構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2次小山町環境基本計画/生活排水処理基本計画/小山町水道事業ビジョン/小山町水道事業経営
戦略 

 

関連する主な計画 

 

■施策6-2 安全な水の安定供給と適切な下水処理「（３）下水道未整備地区の汚水処理の推進」 

関連する施策 

●こども園、学校での環境教育、企業見学や出前講座等の環境学習により、町民の環境意識の向上

を図ります。 

●環境衛生大会で環境保全や環境美化活動等を顕彰し、個人・団体・事業者の取組を支援します。 

●町のイベントなどへ環境を主題とした出店・展示を行い、広く町民の環境に対する意識醸成を図

ります。 

実施する主な事業 
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 国では、２０５０年に温室効果ガス排出量実質ゼ

ロを目指すカーボンニュートラル※宣言やＧＸ

推進法※の施行をはじめとする、脱炭素に向け

た取組が進められています。 

 本町でも令和４年３月に「小山町ゼロカーボンシ

ティ宣言」※を行い、町民や事業者と共に、脱炭

素に向けた取組を推進しています。 

 一般家庭及び事業所にクリーンエネルギー機器

を普及させるため、クリーンエネルギー機器設

置事業助成金を交付しています。 

 本町ではまず庁内における温室効果ガス排出

抑制を進めるとともに、一般家庭及び企業にお

ける取組や環境教育を推進しています。 

 

 

 

 

 本町で令和７（２０２５）年４月に策定した「２０５０

年小山町ゼロカーボンシティの実現に向けた脱

炭素ロードマップ」※に沿って、脱炭素の取組を

推進する必要があります。 

 県が実施する太陽光発電システム共同購入や

クリーンエネルギー機器設置等の助成金の活用

率が少ないため、積極的な活用が促進され、ク

リーンエネルギーが普及するよう、広報・PR を

拡大することが必要です。 

 地球温暖化に対する取組を自分ごととして認識

してもらうために、町民や事業者に対する周知

や啓発を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-２ 
地球温暖化対策の推進 ＜地球温暖化対策・脱炭素＞ 

    

町と町民、事業者等が一体となって脱炭素に取り組み、環境

に優しいまちとなっています。 

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「小山町は環境にやさしい設備や機器の導入な

ど地球温暖化対策に取り組んでいる」と回答する町

民の割合 

28.0％ 33.0％ 町民意識調査 

②公共施設から排出されるCO2排出量 
2，541 

t-CO2 

1，099 

t-CO2 

国の削減目標と合わせ

H25年度から46%減 

③森林由来J－クレジット制度プロジェクト登録面

積 
６６．８ha 100ha 

Ｊ-クレジット制度事務局

登録面積 

 

町と町民、事業者等が一体となって脱炭素に取り組み、環境

に優しいまちとなっています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 
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（１）庁内における地球温暖化対策の推進 

地球温暖化対策として庁内でのクリーンエネルギー機器の導入やグリーン電力※への転換を推進し、

2030 年度までに町の事業活動における二酸化炭素排出量を 2013 年度排出量から５０％以上削減で

きるよう取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）一般家庭及び企業等における取組の促進 

町民の地球温暖化や脱炭素に対する意識を高め、家庭や企業活動での脱炭素に係る取組が促進され

るよう積極的な情報発信を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）交通の脱炭素化 

町全体の二酸化炭素排出量削減に向けて、公共交通機関との連携や利用促進に取り組み、交通の脱

炭素化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

●第６次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）※を策定し、二酸化炭素排出量を2013年度

排出量から50％以上削減できるよう取り組みます。 

●公共施設等への太陽光発電設備の導入を進め、小山町産エネルギーの地産地消を増やします。 

●グリーンエネルギー電力への切替え、公用車のEV※転換を進め、大気中への二酸化炭素排出抑

制を図ります。 

実施する主な事業 

●クリーンエネルギー機器設置事業助成金の交付を推進し、一般家庭や企業での環境負荷低減の

取組を促します。 

●上記助成金を活用して設置した設備により、削減されたCO２の環境価値※を町に譲渡いただ

き、J-クレジット※化及び運用した収益を環境事業に充当し事業を実施します。 

●小山町温室効果ガス排出量算定を行い、町民の意識向上を図れるように情報発信します。 

実施する主な事業 

●デマンドバス等の地域公共交通ネットワークの充実や、公用車等での低燃費・低公害車利用促進

などに取り組みます。 

●町内の公共交通機関等との接続などに取り組み、JR御殿場線の利活用を推進します。 

実施する主な事業 

施策の方向性 
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（４）エネルギーの地産地消

地球温暖化対策の一環として温室効果ガスの排出削減と吸収量の増加に取り組み、再生可能エネル

ギーの地産地消を図ります。 

●植林や間伐等の適切な森林経営活動を推進し、CO2吸収量の確保に取り組みます。

●小山町有Ｊ-クレジットを活用した持続可能な循環型林業の構築に努めます。

●町内事業所へ小山町有J-クレジットを活用したカーボンオフセットの普及を行います。

●町内で発生する未利用森林資源を活用した発電や熱供給を行います。また、町産電力を町内に

循環させる仕組みについて、地域新電力会社の設立検討も含めて取り組みます。

実施する主な事業 

小山町再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本計画/小山町
有林の適正な森林整備によるCO₂吸収プロジェクト/小山町バイオマス活用推進計画/第２次小山町
環境基本計画/第６次地球温暖化防止実行計画（事務事業編）/2050年小山町ゼロカーボンシティ
実現に向けた脱炭素ロードマップ 

関連する主な計画 

■施策4-4 適切な森林整備を通じた林業の活性化「（1）持続可能な森林の管理・経営推進」
■施策６-１ 公共交通の維持・活性化「（３）公共交通の利用促進」
■施策７-１ 時代の変化に対応できる行財政運営「（３）公有財産のマネジメントの推進」

関連する施策 
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 国では第五次循環型社会形成推進基本計画※

が策定され、プラスチックに係る資源循環の促

進等に関する法律が制定されるなど、カーボン

ニュートラルとも関連し、再生可能資源のさらな

る活用が進められています。

 本町では小山町第２次環境基本計画※に基づ

き、「資源が循環するまち」を目指しています。

 本町のごみ排出量は年々減少し、リサイクル率

は向上していますが、依然として国や県の平均

よりも排出量は多く、リサイクル率は低くなって

います。

 適正な廃棄物の処理に向け、分別指導の徹底

や適正な廃棄物の受け入れ促進、最終処分場

の維持管理、本町で処理困難な廃棄物の受け

入れ先の確保などに取り組んでいます。

 食品ロス削減に向けては、令和４（２０２２）年度

からおやまーケット（フードドライブ、フードパント

リー）※を継続的に実施しています。

 

 より多くの町民に３Ｒ※及びごみの適正分別を

浸透させ、ごみの減量とともにリサイクル率の向

上を目指すために、廃棄物減量等推進員と協力

するほか、広報を積極的に行う必要がありま

す。

 県内の市町に比べて事業系ごみの比率が大き

いことから、事業系一般廃棄物の減量が課題と

なっています。

 不法投棄やごみのポイ捨て等の回収量は横ば

いとなっているため、不法投棄を未然に防ぐた

めの施策が必要となります。

 計画的かつ総合的に食品ロス削減に取り組む

ため、必要に応じて計画の策定を行う必要があ

ります。

5-３
資源循環型社会の構築 ＜ごみ・環境衛生・食品ロス＞ 

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「普段から３R（ごみの減量化や再利用、再資源

化）に取組んでいる」と回答する町民の割合
67.5％ 75.0％ 町民意識調査 

②1人1日当たりのゴミ排出量 924ｇ/日 843.2ｇ/日 
町民1人1日当たりのゴ

ミ排出量

③資源リサイクル活動資源化率 ９月末公表 28％ 

誰もがごみの減量、再利用、再資源化に取り組み、循環型社会

を築くまちとなっています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 
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（１）ごみ減量と資源化推進 

ごみの種類や分別を明確化し、分別収集を促すことで、最終処分する廃棄物の減量や資源回収の割合

増加を図ります。また、外国人が適切に分別できるよう、ごみ減量や資源化への理解を促す情報発信を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）３R の推進 

再資源化や再使用に向けた資源回収を促進するため、ごみステーションでの資源ごみ収集と資源物の

収集事業を継続します。また、おやまーケットや奨励事業等により、町民や各種団体の資源リサイクル活動

を促進します。 

 

 

 

 

 

 

（３）適正な廃棄物処理の推進 

不法投棄や不適切な廃棄がなされないように家電リサイクル※法等のルールの徹底・周知を行い、適

正な処分方法を促します。また、社会の変化によって生まれる新たな廃棄物について処理ルートを確立す

るとともに、不法投棄や災害廃棄物への迅速な対応と適正処理に取り組む体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●小山町一般廃棄物処理基本計画※を見直します。 

●各地区の廃棄物減量等推進員と協力しながら適切な分別収集を推進します。 

●適切な分別方法について周知徹底します。 

●外国語版ごみカレンダーを制作し、外国人に適切なごみの分別が伝わるよう情報発信します。 

実施する主な事業 

●古着や食品トレイの回収等の資源物の収集事業を継続します。 

●おやまーケットでの食品や日用品の再利用を促します。 

●資源リサイクル活動奨励金交付事業により、町内団体の資源リサイクル活動を支援します。 

実施する主な事業 

施策の方向性 

●リチウムイオンバッテリーなどの廃バッテリー拠点回収事業により町民が安全に排出できる環境

を創出します。 

●不法投棄巡回パトロール及び監視カメラによる監視体制を構築します。 

●災害時に備えた一般廃棄物収集運搬許可事業者及び静岡県産業廃棄物協会との連携に取り組

みます。 

 

実施する主な事業 
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（４）食品ロスの削減 

おやまーケット等をはじめとする様々な事業を推進し、「直接廃棄」「食べ残し」「過剰除去」から町民や

事業者の行動を変容させ、食品ロスの削減を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●食品ロス削減推進計画※を策定します。 

●フードドライブ、フードパントリーの取組を行うおやまーケットを継続することで、食品の廃棄を

減らし、食品ロス削減についての周知に取り組みます。 

実施する主な事業 

 

小山町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画/食品ロス削減目標の設定と削減計画/小山町災害廃棄物処
理計画/小山町バイオマス活用推進計画 

関連する主な計画 

 

■施策1-1 防災・危機管理体制の強化「（１）防災体制・危機管理体制の充実」 

関連する施策 
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 本町では、ＪＲ御殿場線駿河小山駅、足柄駅

があり、路線バス、高速バス、自主運行バスと

して運行委託による通学用の定時運行バスと、

停留所間を結ぶデマンドバスを運行していま

す。

 デマンドバスは、周知されたことから４台がほ

ぼ終日利用されています。

 全国的に、地域交通の「担い手」や「移動の足」

の不足が社会問題となっています。令和６年の

制度の見直しにより、自家用車を活用した有

償運送の活用など、地域交通の選択肢が拡充

されました。

 令和６年に町内巡回定時バスの実証運行を実

施し、地域の足として一定の利用が確認できま

した。

 本町には、様々な公共交通がありますが、人口

減少の影響から利用者数は減少傾向にあり、引

き続き運行システム改善による運行効率向上に

向けた取組が求められています。

 移動需要が高まり、デマンドバスの利用が伸び

た結果、予約が取りづらい状況が常態化したこ

ともあり、その対策が必要となっています。

 町内を巡回する定時型バスの運行について、高

齢者の移動手段の確保のほか、部活動の地域

展開など、利用ニーズに応じた工夫が求められ

ています。

6-1
公共交通の維持・活性化 ＜公共交通＞ 

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「公共交通が必要な時に利用できる」と回答する

町民の割合
18.0％ 2５.0％ 町民意識調査 

他の指標については公共交通計画を策定中のため、合わせて検討する 

地域公共交通ネットワークが充実し、町民が必要な時に利用

できるまちとなっています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 
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（１）公共交通ネットワークの最適化 

小山町地域公共交通計画に基づき、ＪＲ御殿場線、路線バス、タクシー、高速バス、自主運行バス（定時

型）、公共ライドシェア（デマンド型、ドアツードア型）、定時型巡回バスの連携により、公共交通ネットワー

クの最適化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）まちづくりと公共交通の連携 

新東名高速道路と関連道路及び（仮称）小山スマートＩＣの開設など、新たな道路整備と連携した公共

交通サービスを推進します。観光来訪者や通勤需要に対する公共交通サービスの提供により、地域経済

の拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）公共交通の利用促進 

公共交通の利用促進により、脱炭素化など環境負荷の低減を推進します。静岡県ハッピーライド事業

「小学生のバス無料デー」を実施するなど、公共交通を育てるための啓発を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●アンケート調査や改善要望を把握しながら公共交通ネットワークの最適化を図ります。 

●MaaS（Mobility as a Service）※によるサービス提供を推進します。 

●乗継利便性の向上を図ります。 

●自主運行バス（定時型）、公共ライドシェア（デマンド型、ドアツードア型）、定時型巡回バスの運行

を図ります。 

実施する主な事業 

●（仮称）小山ＰＡへの高速バス停を設置します。 

●交通結節点における乗継環境を整備します。 

●企業立地や新たな施設設置等と連動したバス停設置などの公共交通サービスを提供します。 

●カーシェアや新たなモビリティによる公共交通との連携を図ります。 

実施する主な事業 

●70歳以上2市1町共通利用券と回数券の引き換えを展開します。 

●路線バスシルバー定期券購入補助を推進します。 

●静岡県ハッピーライド事業「小学生のバス無料デー」を実施します。 

実施する主な事業 

施策の方向性 

 

第2次小山町地域公共交通計画 
 

関連する主な計画 

 

■施策４-２ 地域資源を活用した観光交流の振興「（３）観光インフラ整備プログラムの推進」 
■施策５-２ 地球温暖化対策の推進「（３）交通の脱炭素化」 
 

関連する施策 
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 本町の上水道は、豊富な水資源を活かし、町営

上水道事業により運営されており、水道料金は

全国でもトップクラスの安さとなっています。 

 環境負荷の高い単独処理浄化槽を環境負荷の

より低い合併処理浄化槽へ転換することが推奨

されており、本町でも転換を推進しています。 

 水道管耐震化率については、毎年１％程度上昇

していますが、静岡県の平均等と比較すると若

干の遅れが生じています。 

 下水道の整備により、し尿や生活排水が適切に

処理されることで、住民の衛生的で快適な生活

に貢献しています。 

 「小山町公共下水道ストックマネジメント基本計

画」に基づき、既存施設の計画的な更新及び長

寿命化工事を進めています。 

 人口減少や三来拠点事業等による水需要への

対応や、水道施設の老朽化に伴う更新事業の

増加などの課題があり、将来の水需要に対応し

た水道事業の運営が求められています。 

 町内河川の水環境の保全を図るため、単独処

理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を増や

す取組が求められています。 

 自然環境の保護や良好な水辺空間の創出など

本町の豊かな水資源を守っていくために、施設

性能の合理化、施設の長寿命化、水道料金及び

下水道使用料の適正化が求められています。 

 維持管理の容易性、停電時の安定供給の向上

のためには、小規模施設の集約化を行い、合理

化を図る必要があります。 

 災害時における給配水機能の低下を最小限に

するため、水道基幹管路や水道施設の更新及

び耐震化を図る必要があります。 

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「安全な水道水が安定供給されている」と回

答する町民の割合 
87.9％ ９０.0％ 町民意識調査 

②「汚水（下水）が適切に処理されている」と回

答する町民の割合 
６６.4％ ７０.0％ 町民意識調査 

③水道管(上水)耐震化率 ３４％ ４０％ 
水道管総延長に対する耐震

性を有している管の割合 

④汚水処理人口普及率 72.2％ 77.2％ 
公共下水道+合併処理浄化

槽 

⑤環境基準達成率 ９７．６％ ９８．６％ 

河川水質検査における達成

率(pH、DO、SS、BOD、大

腸菌数) 

6-２ 
安全な水の安定供給と適切な下水処理 ＜上・下水道＞ 

     

安心・安全な水道水の供給と適切な下水処理がなされ、快適

で衛生的なまちとなっています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 

108



 

第
６
章 

 
 

便
利
で
快
適
な
ま
ち 

【 

都
市
計
画
・都
市
基
盤 

】 

 

（１）水道水の安定供給と水質管理 

水道施設の計画的な更新や耐震化を進め災害時にも強いインフラを構築します。また、富士山系の豊

かな水源を守るための水源保全活動も継続し、常に最新の知見に基づいた水質管理を行い、今後も安心

して利用できる水道水を安定供給し続けることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公共下水道事業の推進 

財政の健全化と施設の効率的な管理を通じて、将来にわたって安定した下水道サービスを提供するこ

とを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）下水道未整備地区の汚水処理の推進 

町内河川の水環境の保全を図るため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を町主導で積極

的に推進します。また、浄化槽の正常な機能を維持するため、浄化槽法に基づく点検や清掃の実施を周

知するとともに、町民一人ひとりが水環境保全の重要性を理解し、協力して取り組めるような意識啓発を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

●経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図ります。 

●基幹管路や配水池などの耐震化対策を実施し、災害に強い水道の構築を強化していきます。 

●原水及び浄水の水質検査を定期的に実施します。 

●主要施設の耐震化を進め、災害に強いインフラを構築し強靭な上下水道事業を目指します。 

実施する主な事業 

●「下水道事業経営戦略」※に基づき使用料金の適正化、施設管理の効率化を図ります。 

●「小山町下水道ストックマネジメント計画」※を活用し、施設の長寿命化とライフサイクルコストの

削減を図ります。 

●処理施設や主要管路、ポンプの計画的な点検及び検査、修繕の実施により災害時における施設

損傷を最小限に抑え、機能停止を防ぎます。 

実施する主な事業 

●小山町合併処理浄化槽設置奨励事業補助金を活用し、設置を町主導で推進します。 

●単独処理浄化槽からの転換について、町が積極的に斡旋します。 

●法定検査や適正な維持管理の実施を周知徹底します。 

実施する主な事業 

施策の方向性 
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（４）安定経営の推進 

将来にわたって安心・安全な水道水の供給と適切な下水処理を維持するため、上下水道事業の安定経

営を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●収入と収支のバランスを考慮し、水道料金、下水道使用料の適正な見直しを継続的に実施します。 

●施設の集約化及び統廃合の検討により維持管理コストの削減を図ります。 

●施設の維持管理や業務に民間活力を導入することで、効率的な運営とコスト削減を図ります。 

実施する主な事業 

 

小山町水道ビジョン/小山町水道事業基本計画/小山町水道事業アセットマネジメント計画/小山町水
道事業経営戦略/小山町下水道事業経営戦略/小山町下水道ストックマネジメント計画/汚水処理整
備計画/第4期小山町循環型社会形成推進地域計画 

関連する主な計画 

 

■施策５-１ 恵まれた環境や水資源の保全「（３）水資源や生活環境の保全」 

関連する施策 
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 国道 246 号視距改良事業に合わせ、上野工業

団地へのアクセス道路開通に向けた協議をして

います。 

 新東名高速道路の令和９年度開通に向け、アク

セス道路の整備を推進しています。 

 橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の点検・

補修を計画どおりに実施しています。 

 道路土工構造物※（法面・擁壁）や舗装の管理

計画に基づき、点検・修繕を計画どおり実施して

います。 

 企業誘致等の影響で、町内道路の交通量が増

加し、物流や工事車両が多く走るようになってお

り、安全面への配慮を行う必要があります。 

 引き続き、計画性をもって効果的な道路整備を

推進していくことが求められています。 

 橋梁定期点検を実施し状態を把握するとともに

橋梁長寿命化修繕計画に基づき予防的な修繕

が求められています。 

 道路構造物の維持管理を効率的に行うとともに

安全で円滑な交通の確保が求められています。 

6-３ 
安全で快適な道路網の整備 ＜道路網＞ 

   

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「安全に通行できる道路が整備されている」と回

答する町民の割合 
49.7％ 65.0％ 町民意識調査 

②「利便性が高い道路網が整備されている」と回答

する町民の割合 
44.7% 60.0% 町民意識調査 

③橋梁点検で「判定Ⅰ：機能は健全である」と判定

された重要橋梁の割合 
４２% 71%  

④新たに整備する歩道の延長 ０ｍ 2,200m  

 

広域交通を含む道路ネットワークが整備され、安全で快適に

移動できるまちとなっています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 
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（１）生活道路の整備 

住空間の景観や歩行者等への安全確保に配慮するとともに、地区からの要望対応や地域との協働を

含めた日常の維持管理を行い、安全で快適な道路整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）幹線道路の整備 

国道 246 号及び新東名高速道路の早期整備に向けた連携・調整を行い、周辺の道路整備を進めます。

また、町の主要幹線道路である国道・県道について、引き続き国土交通省・静岡県等関係機関との連携を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）安全なインフラ整備の促進 

道路パトロールにより道路交通危険箇所を把握し、危険箇所の削減を図るとともに、橋梁や擁壁・舗装

等の定期点検を行い、道路構造物の長寿命化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新東名高速道路の早期整備に向け、中日本高速道路㈱との連携・調整を行います。 

●国道246号の視距改良事業及び4車線化事業の早期整備に向け、引き続き国土交通省等関係機

関との連携・調整を行います。 

●（仮称）小山PAスマートインターチェンジ開通に合わせ、周辺の道路整備を行います。 

実施する主な事業 

●道路パトロールを行いつつ、道路交通危険箇所を把握し、異常箇所の迅速な対応を行います。 

●橋梁定期点検を実施し状態を把握するとともに、橋梁長寿命化修繕計画に基づき予防的な修繕

を実施します。 

●擁壁や舗装等について、道路土工構造物個別管理計画及び小山町道舗装管理計画等に基づき、

計画的な修繕を実施します。 

実施する主な事業 

施策の方向性 

 

橋梁長寿命化修繕計画/大型カルバート長寿命化修繕計画/道路土工構造物個別管理計画/小山町
道舗装管理計画 

関連する主な計画 

 

■施策６-４ 活力ある土地利用の促進「（３）効果的な都市計画道路の検討」 

 

関連する施策 

●地区の特性や住空間の景観に配慮した生活道路の整備を行います。 

●歩行者等の安全が確保できる道路整備を行います。 

●地区からの要望に合わせ、狭隘道路の拡幅整備及び未舗装道路の舗装整備を行います。 

●地域の道路協力団体やしずおかアダプトロードプログラム※に基づく道路美化団体等の支援を

行います。 

実施する主な事業 
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 フロンティア推進事業により工業団地が造成さ

れ、従業員のための宅地需要が増加していま

す。 

 観光需要の増加に伴い宿泊施設や観光交流施

設の計画も増加してきています。 

 本町は、富士山をはじめとした豊かな自然環境

に加え、古くから東西を結ぶ交通の要衝の地と

して蓄積されてきた歴史・文化があり、こうした

地域性から良好な景観を有しています。 

 工業団地の造成等未来拠点事業が進捗し、当

該周辺の環境や景観に変化が生じています。今

後も新東名の開通など大規模な開発に伴い町

内の景観に影響があることが予想されます。 

 引き続き良好な自然環境と共存した土地利用を

図るため、開発許可、土採取等の許認可事務や

土地利用を適正に実施していくことが求められ

ています。 

 合理的で秩序あるまちづくりを実現するため、

都市計画の立案、見直しの必要があります。 

 町民が小山の街並みに愛着や誇りをもち、また

訪れる人が癒しを感じられるような、特色あるま

ちづくりを進めていく必要があります。 

 町の景観に大きく影響を与えると予想される事

業については、景観審議会※や景観アドバイザ

ー制度※を活用しながら良好な景観形成の誘

導を行っていくことが求められています。 

 

6-４ 
活力ある土地利用の促進 ＜土地利用・景観＞ 

    

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「小山町は地域特性を活かしたまちづくりを行っ

ている」と回答する町民の割合 
36.2％ ４０.0％ 町民意識調査 

②「富士山をはじめとした豊かな自然環境を活かし

た美しい景観となっている」と回答とする町民の割

合 

72.7% ７５.0% 町民意識調査 

 

 

 

 

 

地域の特性を活かし、計画的かつ有効に土地が活用され、富士

山の景観がどこよりも魅力的に見えるまちとなっています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 
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（１）計画的・合理的な土地利用の推進 

適正な整備、開発、保全及び災害防止を重視し、都市計画基礎調査データ※を活用した合理的な土地

利用を進めます。また、用途地域※や地区計画※等による制限に従い、民間活力の活用を含めた秩序あ

る土地利用を推進します。なお、これらの実現のために必要な都市計画の策定や見直しに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域特性に応じた市街地内の有効活用 

市街化区域内では、都市計画マスタープラン※に基づき事業を進めます。 

農地については、用途区分に沿った土地利用を促進し、有効な町道整備と民間活力の適正な利用によ

り、良好な市街地の形成に寄与するとともに、鉄道・スマート ICなどの地域の特性を活かしたまちづくりを

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）効果的な都市計画道路の検討 

都市計画法第３４条第２号※の運用基準が策定され適用区域が設定されるとともに、工業団地の造成

に伴う地区計画の決定など、本町の都市計画法に基づく区域（ゾーニング）は大きく変わりつつあることと、

東名足柄スマートＩＣ及び新東名小山スマート IC の整備による交通需要の変化などから、既定の都市計

画道路についての見直し検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

●土地利用指導要綱※に基づき土地利用の調整を進めます。 

●用途地域等の土地の制限に従い、合理的で秩序ある土地利用を推進します。 

●町の将来像を見据えた土地利用に関する都市計画の見直しを進めます。 

●地籍調査を計画的に実施します。 

実施する主な事業 

●都市計画マスタープラン※に基づき地域の特性を活かした事業を推進します。 

●市街化区域内農地の宅地化等による有効活用と必要な町道整備を民間活力の活用を含めて推

進します。 

実施する主な事業 

●スマートIC整備による交通需要の変化に合わせた都市計画道路の見直しと早期の事業化に向け

た検討を推進します。 

実施する主な事業 

施策の方向性 
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第６章 便利で快適なまち 【 都市計画・都市基盤 】 

（４）地域固有の景観の創出 

小山町景観計画※により町固有の自然や歴史的な名所などの地域資源及び景観を積極的に保全・活

用していきます。景観に与える影響が大きな建築物等については小山町景観計画による誘導を行うとと

もに、公共事業については民間事業の模範となるよう良好な景観の維持、創出に努めます。特に、宿泊施

設の立地の推進にあたっては景観の保全に配慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●景観計画に基づき、地域資源及び景観の積極的な保全・活用を進めます。 

●富士山等の良好な景観の維持・創出に努めます。 

●宿泊施設の立地推進における景観の保全を推進します。 

実施する主な事業 

 

小山町都市計画マスタープラン/第２次小山町国土利用計画/小山町景観計画 
 

関連する主な計画 

 

■施策4-1 商工業の振興「（１）三来拠点事業の推進」 
■施策6-3 安全で快適な道路網の整備「（１）生活道路の整備」「（2）幹線道路の整備」 

関連する施策 
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第６章 便利で快適なまち 【 都市計画・都市基盤 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 小山町営住宅等長寿命化計画※を策定し、既

存の町営住宅の適切な維持管理を行うとともに

子育て世帯向けの地域優良賃貸住宅※の整備

と管理運営を実施しています。 

 小山町耐震改修促進計画※を策定し、旧耐震

基準※の木造住宅の倒壊を防ぐことを目的とし

た耐震補強工事に対する補助を行っています。 

 町内には、都市公園、都市緑地、農村公園があ

り、憩い・健康・レクリエーションのための空間と

なっています。豊門公園、足柄ふれあい公園で

は、指定管理者制度を導入し、適切な管理を行

っています。 

 公園・緑地の維持管理のうち除草などについて

は、その多くを地域住民に委ねています。 

 全地区において、民間建売住宅及び賃貸アパー

トが多く建設され、若年層の移住・定住希望者及

び工業団地等、雇用創出に繋がっています。 

 小山町営住宅等長寿命化計画に基づいた大規

模修繕を実施するため、財源を確保する必要が

あります。 

 従前の耐震補強工事に対する補助等を継続して

さらなる耐震化率の向上を図る必要があるととも

に、費用面等から耐震補強工事を実施できない

方に向けて防災ベッド※等による「減災化」の取

組を周知し、推進するなど、安心・安全な住まい

の実現に向けた対策を講じる必要があります。 

 都市公園について、施設の老朽化や財政難による

整備及び維持管理費用の確保、魅力の低下など

の課題を抱えており、公園の活性化が必要です。 

 公園利用者が憩いの場として快適に利用できる

よう都市公園の適切な維持管理を継続していく

ことが求められています。 

 引き続き、若年層の移住・定住希望者に向けて、

広報活動やイベント参加者の確保などを行い、持

続的な転入を呼び込んでいく必要があります。 

6-５ 
良好な住環境の整備 ＜住環境・移住定住・公園・緑地＞ 

     

良好な住まいが確保され、誰もが安心できる住環境が整った

まちとなっています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「小山町には愛着・親しみを持てる公園・緑地が

ある」と回答する町民の割合 
43.8％ 50.0％ 町民意識調査 

②「住んでいる地域に良好な住環境が整っている」

と回答する町民の割合 
43.8％ 45.0％ 町民意識調査 

③住宅の耐震化率 93.8％ 95％ 
耐震性を有する住宅÷

住宅総戸数 

 

118



 

第
６
章 

 
 

便
利
で
快
適
な
ま
ち 

【 

都
市
計
画
・都
市
基
盤 

】 

 

（１）良質で誰もが安心して住める住環境づくり 

生活の拠点となる住宅の建築に対し、接道、高さ制限及びがけ地の扱いなど、適切な建築指導を行い

ます。また、既存木造住宅の耐震性を向上させるため、耐震化や耐震診断の実施を支援します。 

小山町営住宅等長寿命化計画に基づき、用途廃止及び存続させていく住宅の計画的な修繕を行い、

日々の管理においても適切な個別修繕を実施し、誰もが住みやすい住宅管理を推進します。また、地域

優良賃貸住宅については、新規住宅の建設を進めるとともに、管理運営を行なっている民間事業者ととも

に、子育て世帯に対して快適な住環境を維持していけるよう指導・運営を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公園・緑地の適正な維持管理の推進 

憩いの場として快適な公園・緑地の整備と維持管理を推進し、住民の意見を反映させた既存の公園・

緑地の適切な保全と機能の向上を図るとともに、効果的・効率的な管理運営手法を検討し、利活用の向

上と地域特性を活かした水と緑の環境を保全します。また、住民が愛着と親しみを持って有効に活用でき

るよう、地域や有志による維持管理体制づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

（３）移住定住の促進 

空家の利活用や良好な住環境を整備し、移住者の拡大を図るとともに定住人口の減少に歯止めをか

けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●建築基準法に基づき適切な建築指導を推進します。 

●住宅の耐震化、耐震診断の実施を支援します。 

●町営住宅等長寿命化計画に基づく更新等と適切な維持管理を実施し、適正に運営します。 

●子育てを支援する地域優良賃貸住宅の整備と適正な維持管理を推進します。 

実施する主な事業 

●公園・緑地の整備と適正な維持管理を推進し保全と機能等の向上を図ります。 

●公園の管理運営手法を見直し、利活用の向上を図ります。 

●住民や利用者との協働による公園の維持管理体制づくりを推進します。 

実施する主な事業 

●空家の所有者や不動産業者と連携し、不動産バンクのさらなる充実を図ります。 

●小山町空家活用・流動化促進助成金を活用し、空家の利活用を図ります。 

●宅地造成事業を推進し、良好な住宅地の整備を図ります。 

実施する主な事業 

施策の方向性 

 

小山町営住宅等長寿命化計画/小山町空家等及び所有者不明土地等対策計画/小山町耐震改修促
進計画 

関連する主な計画 

 

■施策1-1 防災・危機管理体制の強化「（１）防災体制・危機管理体制の充実」「（２）自然災害への対
策」 

■施策6-3 安全で快適な道路網の整備「（１）生活道路の整備」 
■施策6-4 活力ある土地利用の促進「（２）地域特性に応じた市街地内の有効活用」 

関連する施策 

119



120
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第７章 計画を推進するために 【 町政運営・協働 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人口減少や少子高齢化により、行政サービスの

提供の維持が困難になることが想定されます。 

 また、町民の価値観や、生活様式の変化及び多

様化に伴い、行政サービスに関する町民ニーズ

も多様化しています。 

 本町では、三来拠点事業の推進やホテル等の

建設により、固定資産税が増加しています。一

方で、職員等の賃金上昇や物価上昇により経常

的経費が増加しています 。 

 本町の財政調整基金の残高は、積極的な投資

や人件費の増加に伴い減少傾向にあります。 

 本町では、職員提案による休暇制度の導入・拡

大や本庁舎 1階及び地下食堂の改修など、来庁

者の利便性の確保と職員の働きやすい環境づ

くりを実施しています。 

 町役場のデジタル化を進め、「書かない窓口」実

現など、住民サービスが向上しています。 

 将来にわたって安定した行政サービスを維持・

向上させていくためには、限られた行政資源の

中で、これまで以上に効率的な行政運営を行い

最少の経費で最大の効果を生み出す必要があ

ります。 

 職員自身が前例にとらわれずにチャレンジし、時

代の変化に柔軟に対応することが必要です。 

 安定した財政運営の実現に向けた事業展開を

行う必要があります。 

 今ある公共施設の適正管理や新たな公共施設

の整備に際して、最適なマネジメントを行う必要

があります。 

 町役場本庁舎の老朽化に伴う新庁舎建設につ

いて、検討を進めていく必要があります。 

 さらなる職場環境の向上に努め、意欲の向上や

人材の確保を進める必要があります。 

 効果的にデジタル技術を導入し、町民の利便性

向上や職員の業務効率化等を推進する必要が

あります。 

７-1 
時代の変化に対応できる行財政運営 ＜行財政運営・DX推進＞ 

    

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「町職員の窓口対応及び各種対応に満足してい

る」と回答する町民の割合 
52.9％ ５５.0％ 町民意識調査 

②「町は町民目線に立ち効果的・効率的な行政運

営を行っている」と回答する町民の割合 
36.4％ ４０.0％ 町民意識調査 

③小山町公式LINEのターゲットリーチ数 ４,９８３件 ７,０００件  

④将来負担比率 51.2% ８７．５%  

 

町民目線に立った、効果的・効率的な行財政運営により、時代

の変化に対応ができるまちとなっています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 
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（１）総合計画推進による効果的・効率的な行政運営 

総合計画の推進と行政評価による検証や改善により、効果的・効率的な行政運営を実現します。また、

自治体経営の質の向上に取り組み、社会情勢の変化に柔軟かつ的確に対応することができる行政運営を

推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）持続可能な財政運営 

総合計画の各施策や事業の安定的な実施、地方創生の取組を推進するための財源確保及び長期的視

点により、持続可能な財政運営を推進します。また、わかりやすい財政情報の公表と公会計制度の活用に

より、財政の効率化・適正化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）公有財産のマネジメントの推進 

人口減少下においても町民ニーズにあった行政サービスを継続するため、公共施設等総合管理計画

に基づき、公共建築物と土木インフラに対する安全性の確保、機能性の維持、施設の最適化、民間活力の

活用及び長寿命化等を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

●総合計画の施策を推進するとともに、事業に対する行政評価を実施し、PDCAサイクルによる効

果検証や改善を図ります。 

●多様かつ持続可能な行政サービスの提供を図ります（行政改革）。 

●企業誘致と移住定住を推進します。 

実施する主な事業 

●町税等の収納率を維持するとともに、国や県の交付金や補助金の積極的な確保・活用に努めます。 

●ふるさと納税・企業版ふるさと納税を活用するほか宿泊税の導入等により、財源を確保します。 

●わかりやすい財政情報の公表を行います。 

●公会計制度の活用による財務情報の開示と財政の効率化・適正化を推進します。 

●長期行財政運営計画を予算編成等に活用するとともに、適宜見直しを図ります。 

実施する主な事業 

●個別施設計画により、計画的な公共施設等の維持管理や長寿命化を図ります。 

●老朽化と業務継続性をふまえ、本庁舎のあり方を検討します。 

●小学校プールの集約化により、機能性の維持向上と安全性の確保を図ります。 

●公共施設等における温室効果ガス排出量削減を推進します。 

実施する主な事業 

施策の方向性 
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（４）人材育成・風土づくり 

職員一人ひとりが能力を高め、組織に貢献するために、職員が意欲を持って仕事ができる環境を整え

ます。また、職員がそれぞれの役職や職務における専門能力と職務遂行能力を身につけるために、職責や

職務に応じた研修を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）DX の推進 

小山町デジタル・トランスフォーメーション（DX）ガイドラインに基づき、常に町民中心の思考を持ちなが

ら、変化する環境に適応し、デジタルの力によって行政サービスを改善していくことで、デジタルで人と地

域が〈つながる〉まちの実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研修計画により、自己啓発やＯＪＴを含む職場内外での研修を行います。 

●職員アンケート調査や業務改善制度により、職員の資質向上と意識改革を図ります。 

●職員の成長を促す職場風土をつくり、働きやすい職場環境整備に努めます。 

●人事評価制度による適正な評価を実施します。 

実施する主な事業 

●手続きのオンライン化やプッシュ型情報発信など、誰もが直感的かつ簡単に利用できるようなサ

ービスをデザインします。 

●町のデジタル環境整備や、災害コミュニケーションの強靭化等のデータ活用を行います。 

●事務処理の自動化やシステムの標準化などデジタル処理が基本となるよう業務見直しします。 

●庁内DX推進体制を強化するとともに、DX人材の育成を行います。 

実施する主な事業 

 

第８次小山町定員適正化計画/第11次小山町行政改革大綱/小山町長期行財政運営計画/小山町公
共施設等総合管理計画/小山町デジタル・トランスフォーメーション（DX）ガイドライン/小山町職員の
人材育成基本方針 

関連する主な計画 

 

■施策３-１ 学校教育の充実 「（３）信頼のある安心できる学びの場の環境整備」 
■施策５-２ 地球温暖化対策の推進 「（１）庁内における地球温暖化対策の推進」 

関連する施策 
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 本町では、町の活性化を目指し、企業等との包

括連携協定を進めています。 

 本町では、御殿場市との広域行政組合や、裾野

市を含んだふじのくにフロンティア地域循環共

生圏の形成など、あらゆる分野で広域連携を推

進しています。 

 町営温水プール整備における公民連携手法の

導入や、豊門公園での事業者によるトライアル

事業から指定管理者制度への移行など、町内で

民間活力の導入を進めています。 

 本町には、陸上自衛隊富士学校・富士駐屯地が

配置されており、陸上自衛隊富士学校小山町協

力会の活動をはじめ、隊員の積極的な町行事

への参加など、様々な場面で自衛隊と地域住民

との交流を図ってきました。 

 町単独ではなく、産官学金労言と呼ばれる地域

を構成する多様な主体の協力・連携による地域

づくりがより一層求められています。 

 広域連携を行うことで相乗効果が期待できる施

策については、県内の近隣市町との連携をさら

に進める必要があるとともに、神奈川県及び山

梨県の県境市町村との広域連携についても、検

討及び研究をしていく必要があります。 

 演習場の所在が町民の生活に障害を及ぼすこ

とのないよう留意しながら、町民の持つ権利を

擁護し、演習場の利用に関して共存共栄への協

議を継続する必要があります。 

７-２ 
連携によるまちづくり ＜公民連携・広域連携・自衛隊＞ 

     

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「町は、民間企業や団体と連携して、地域の課

題解決やサービスの向上に取り組んでいる」と

回答する町民の割合 

３６．２％ ４０.0％ 町民意識調査 

②「無線放送等により、自衛隊の演習や野焼き

等の情報が正確に伝わっている」と回答する町

民の割合 

７７．４％ ７８.0％ 町民意識調査 

 

多様な連携によるまちづくりが進み、行政サービスの向上と

地域の活性化が実現されています。 

また、自衛隊との共存・共栄も図られています。 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 
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（１）公民連携の推進 

民間事業者や各種団体との連携により、ノウハウや創意工夫を取り入れ、行政サービスの質を高めま

す。また、住民の多様なニーズに応え、地域が抱える社会課題を解決するため、共創のまちづくりを進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

（２）広域連携の推進 

2 市 1 町（御殿場市、裾野市、小山町）をはじめとする各種広域連携の枠組みを活かし、近隣市町との

連携による効率的な行政運営と、住民サービスの質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自衛隊との共存・共栄 

演習場周辺の住民生活における安全・安心を確保するため、国等各機関との連携により、民生安定・障

害防止を図ります。また、自衛隊と町民との相互理解のもとに融和と親睦を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●指定管理者制度を推進します。 

●多様なPPP/PFI手法※を活用した取組を推進します。 

●企業等との包括連携協定の締結と連携事業を推進します。 

実施する主な事業 

●御殿場市・小山町広域行政組合における各種共同処理を維持・確保します。 

●富士山ネットワーク会議など様々な分野における広域連携による取組を推進します。 

●小山・山中湖・忍野道路期成同盟会、富士・足柄道路トンネル建設促進期成同盟会により広域道路

建設の取組を推進します。 

実施する主な事業 

●自衛隊の演習や野焼き等の情報を無線放送等により伝えます。 

●陸上自衛隊富士学校小山町協力会の活動を支援します。 

●民生安定施設等整備事業及び演習場の使用に起因する障害の防止や軽減、緩和を図るための各

種事業を推進します。 

実施する主な事業 

施策の方向性 

 

東富士演習場第十三次使用協定 

関連する主な計画 

 

■施策7-3 町民参画・協働によるまちづくり 「（３）情報共有の推進」 
 

関連する施策 
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 自治組織は、地域の安全、文化・伝統の継承、

健康づくりや福祉活動など多様な役割を担う重

要な基盤です。 

 人口減少、少子高齢化、地域コミュニティの衰

退といった社会環境が大きく変化する中、地域

自治の担い手不足が顕著になっています。 

 本町では、平成28年に「小山町自治基本条例」

を制定し、参加と協働によるまちづくりを推進し

ています。 

 本町の自治会加入率は８８.5%と高い水準を維

持しており、地域自治を支えています。そうした

中で、区長会や配布物の回数を削減するなど、

自治会役員の負担軽減を進めています。 

 本町は、地域まちづくり活動を実践する団体に

対する補助を実施し、地域全体の活性化を図っ

ています。 

 町民に対し必要な情報を確実に伝えるために、

様々な広報手段を用い、情報発信を行っていま

す。特に LINE は登録者数が６千人を超えてい

ます。 

 

 

 

 住民が願う未来を実現するためには、住民の参

加と協力により地域課題を解決していく自治組

織の活発化が必要です。 

 地域自治の担い手不足の解消に向け、町民一

人ひとりがまちづくりの担い手であることを自覚

してもらうための取組や、リーダー的人材が育

成されやすい環境整備が必要です。 

 自治会活動の継続のため、デジタル化の推進な

ど、さらなる役員の負担軽減に向けた取組が求

められています。 

 若年層を中心に、様々な年齢層が自治会など地

域活動に参画しやすい環境整備が必要です。 

 自治会だけに頼ることなく、地域団体や事業者

など多様な主体が連携し、地域課題を解決する

共創によるまちづくりを進める必要があります。 

 さらなる地域活性化のためには、地域まちづくり

活動を実践する団体が自立し、継続・発展する

ための仕組みづくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

７-３ 
町民参画・協働によるまちづくり ＜参加・協働・情報共有＞ 

   

指標 現状値 
目標値 

（R12） 
指標の説明 

①「町民がまちづくりに参加できるような機会

や仕組みがある」と回答する町民の割合 
36.2％ 40.0％ 町民意識調査 

②「町民が様々な地域活動（自治会活動、防

災活動、お祭りなどのイベント等）に参加してい

る」と回答する町民の割合 

52.9％ 55.0％ 町民意識調査 

③「町からの必要な情報が適切に伝わってい

る」と回答する町民の割合 
55.8％ 60.0％ 町民意識調査 

④町民意識調査の回答回収率 35.9％ ３８.0％  

 

元気で、明るく、豊かな地域社会を実現するため、町民の参加

や協働が進んでいるまちとなっています 

現状と課題 

５年後の姿 

指標 
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（１）持続可能な住民自治組織の確立 

地域住民がより良い生活環境を維持するため重要な基盤となる自治組織が、持続的かつ自律的に活

動できるよう支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）町民が参画しやすい協働のまちづくりの促進 

町民の地域づくりへの積極的かつ継続的な参加を促進するため、地域団体の支援や新たな活動団体

の育成・支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

（３）情報共有の推進 

町が町民のニーズを適切に捉えられるよう、町民との情報共有を図ります。また、多様な広報媒体を活

用した情報発信と、積極的な情報公開を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●区運営交付金による活動支援を継続します。 

●地域防災の重要な基盤である自主防災組織の活動を支援します。 

●デジタル技術を活用し自治会役員等の負担軽減に努めます。 

●地域コミュニティの拠点となる公民館等の改修や備品の整備を支援します。 

実施する主な事業 

●広報紙やホームページ、SNSなどの広報媒体を活用し、町民目線で分かりやすい町政情報

の発信に努めます。 

●積極的な情報公開を推進するとともに、適切な情報管理に努めます。 

●町民への情報提供や対話の機会となる出前講座及び町民アンケートを実施し、積極的な意見収

集に努めます。 

実施する主な事業 

 

小山町自治基本条例/小山町情報セキュリティポリシー 

関連する主な計画 

 

■施策１-１ 防災・危機管理体制の強化「（３）地域防災力の強化」 
■施策3-5 地域間交流・国際交流の推進「（１）地域間交流の推進」 
■施策7-2 連携によるまちづくり「（３）自衛隊との共存・共栄」 

関連する施策 

施策の方向性 

●地域担当職員※を各地区（小学校区）に配置し、行政と地域が共創しやすい体制を作ります。 

●地域団体への支援を進め、町民が地域づくりに参加しやすい環境整備を進めます。 

●特色ある地域づくりに取り組む団体への助成を行います。 

実施する主な事業 
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